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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（若山武信君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、５番五十嵐議員、６番北市議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、件名１、新型コロナウイルス感染症

対策について、２、子育て支援について、議席番号

９番、東議員。 

〇９番（東成一君） 〔登壇〕 通告に従いまして、

一般質問を行います。答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 件名の１、新型コロナウイルス感染症対策につい

て、項目の１、コロナ禍における赤平市の今後の対

応について伺います。要旨の１、新型コロナウイル

ス感染症の緊急事態宣言が５月に解除され、国が示

した新しい生活様式を日常生活の中に取り入れ、国

内全体で感染防止対策に努めてまいりました。しか

しながら、11月に入ってから感染者が急速に増加し、

日本国内での新型コロナウイルス感染症の流行は第

３波を迎え、新規患者数も連日過去最高を更新して

おります。医療崩壊の懸念も各メディアで報じられ、

高齢者の感染も増加し、重症患者数は既に第２波を

超えております。また、医療機関、介護施設等、感

染が各地域で確認され、クラスターも発生しており

ます。北海道においても新北海道スタイルに取り組

み、感染予防に努めてきたところですが、人口10万

人当たりの直近１週間の新規感染者数が11月19日現

在全国最多数でありました。医療機関や介護施設で

も感染が確認され、各地でクラスターが発生してお

り、空知管内でも同様に多数のクラスターが発生し

ている状況です。３月に北海道独自の緊急事態宣言

が発出されたときには、各自治体では感染防止対策

の一環として公共施設の利用停止、利用制限などを

行っており、赤平市でも総合体育館、ガイダンス施

設、みらい等の利用中止や利用制限を行っておりま

す。今回空知管内での感染が拡大しており、近隣の

滝川市、砂川市での感染者報道、クラスターの報道

があり、市中感染も懸念される中で公共施設におけ

る利用制限について今後どのような状況下に置かれ

たらどの程度の制限をしていくのか、当市の考えを

伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市民の皆様が安心して利用で

きるように、市内公共施設では館内の消毒や換気等

の対策を講じ、感染防止に努めております。庁舎で

は、パーティションの設置を終え、出入口にはサー

モカメラを設置し、来庁時の発熱確認を行えるよう

にするなど感染防止に努めております。社会教育施

設等につきましては、令和２年10月に感染症対策ガ

イドラインを作成し、利用者、管理者に実施すべき

事項を定め、利用目的や内容によっては一定の制約

を設け、使用していただいております。今後の感染

拡大時における対応についてでありますが、基本的

には国及び北海道の要請に応じ対応してまいりま

す。また、赤平市や空知管内の感染状況、公共施設

を利用されている方への影響等を総合的に勘案し、

利用制限等を検討しておりますので、ご理解いただ

ければと思います。 
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〇議長（若山武信君） 東議員。 

〇９番（東成一君） 〔登壇〕 答弁ありがとうご

ざいます。近隣の市でもコロナウイルスの感染が発

生しており、赤平市においても切迫した状況だと感

じております。ただいまの答弁で利用制限等を検討

していると答弁がありましたので、早急に対応して

いただきたいと思います。これでこの質問を終わり

ます。 

 次に、要旨の２について質問します。北海道は、

新型コロナウイルス感染拡大により国の支援事業で

あるＧｏ Ｔｏ トラベル、Ｇｏ Ｔｏ イートの

対象から札幌市を除外し、事業を一時停止しており

ます。また、飲食店に対して休業要請やアルコール

の提供時間の制限等、感染防止対策に努めていると

ころであります。しかし、北海道では全域にわたり

急速に感染拡大が起こり、感染者数も増加し、クラ

スターも発生している状況です。この第３波により、

中空知の各自治体でも感染防止対策として今後の各

種事業活動、イベント等の縮小、延期や中止などの

検討を行っており、既に中止を決定している自治体

も出てきております。赤平市におきましても今年は

赤平市の最大イベントである火まつりや、らんフェ

スタ等の中止を余儀なくされてまいりました。また、

各町内会主催の事業や福祉活動も中止しておりま

す。今後新型コロナウイルス感染症の推移の予測は

困難で、長期化も予想され、ワクチンや特効薬がで

きるまではウィズコロナとしてうまく付き合ってい

かなければならないものと思います。それぞれの感

染者の多寡により、地域の実情も考慮されると思い

ますが、コロナ禍において当市は今後の事業活動、

イベント等の開催についてどのように検討されてい

るのか伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） コロナ禍におけるイベント等

の開催についてでございますけれども、北海道の新

型コロナウイルス感染症対策に関する基本方針に基

づき対応しております。イベントや行事等の開催時、

参加時には新しい生活様式に基づく行動、参加者の

連絡先の把握、手指消毒やマスクの着用、発熱等の

症状がある方は外出を避けるなど基本的な感染防止

策の徹底が求められております。また、北海道では

イベント開催の利用制限を令和２年11月末までを令

和３年２月末までに延長したところであります。こ

のような状況の中、来年度のらんフェスタ赤平2021

につきましては、不特定多数の方がご来場されるこ

とから、既に中止と決定いたしました。また、新年

交礼会につきましては、空知地方の感染拡大の状況

を考慮し、主催となる赤平商工会議所と協議の結果、

中止と判断したところでございます。 

 次に、事業についてでございますけれども、特定

健診、がん検診の集団検診は10月を最後に今年度の

日程を終了いたしました。乳幼児健診と介護予防事

業につきましては、病気の早期発見やフレイル予防

につながる大事な事業でございますので、十分な感

染対策を講じ、実施してまいります。しかしながら、

北海道の警戒ステージが上がるなど感染が拡大した

際には、中止及び延期を余儀なくされることと思い

ます。各種会議等の出張などは、今のところ制限は

設けておりませんが、リモート会議が増えている状

況であり、都市部との往来は少なくなっております。 

 以上のことから、今後も北海道の警戒ステージに

応じ、新型コロナウイルス感染症対策本部にて協議

を進め、対応してまいりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

〇議長（若山武信君） 東議員。 

〇９番（東成一君） 〔登壇〕 答弁ありがとうご

ざいます。今の答弁で成人式には触れておりません

けれども、やはり成人式については一生に１度のイ

ベントであり、思い出に残る記念の日だと思います。

今のところ実施する予定ですので、予定どおり実施

できることを願っております。事業活動、イベント

の開催の判断については、今後の感染状況を踏まえ、

適切な対応をお願いいたします。このことを申し上

げ、この質問を終わります。 

 次に、項目の２、赤平市消費活性化特別支援事業、

オールあかびら！たすけ愛商品券について伺いま
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す。要旨１、赤平市消費活性化特別支援事業として

オールあかびら！たすけ愛商品券が市民に配付さ

れ、10月14日の使用開始から２か月が経過しようと

しております。市民や登録店からも大変助かってい

るという声が多く聞かれ、好評のようです。コロナ

禍の中で外出を控え、自宅で過ごすことが多くなっ

た市民がいる中で飲食店ではテークアウトメニュー

の導入等もあり、利用しやすいというのが好評の要

因の一つと考えられます。このオールあかびら！た

すけ愛商品券の効果検証を行うには、令和３年２月

末日の使用期限後でなければ検証することはできな

いでしょうが、現時点での換金等による使用状況は

どうなっているのか伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルス感染症の

長期化によりまして、市民の消費意欲の減少や外出

控えなど市内事業者の売上げ減少に大きく影響を及

ぼしており、影響の緩和と消費回復に向けて10月14

日にオールあかびら！たすけ愛商品券を市民全世帯

に送付、発送したところでございます。不在等で受

け取っていない方もおりますが、ほとんどの方に行

き渡っていると聞いてございます。使用できる期間

でございますけれども、10月14日から来年２月28日

までとなっておりますが、11月末での登録店による

換金の請求額は約4,800万円と既に多くの方々にご

利用いただいている状況であります。取扱登録店120

件のうち62店舗から請求があり、約半数の店舗で使

用されているところでございます。特に飲食店につ

きましては、27店舗と約４割のお店が商品券の換金

請求をされており、家族での食事やテークアウトの

利用もあったようで、お店からはふだんはあまり利

用されていないお客様にも来ていただいたというこ

とを聞いております。また、飲食店ばかりではなく、

靴屋さんや精肉店、理容室、美容院など小売店舗で

の利用もあり、今後につきましては感染状況を踏ま

えた上で年末年始の消費やその後の消費活性化策に

ついても検討してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 東議員。 

〇９番（東成一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁で

概略は理解できましたが、使用店舗や換金の状況な

ど詳しく聞きたいのですが、よろしいでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（磯貝直輝君） オールあかび

ら！たすけ愛商品券の詳しい状況につきましては、

私のほうからご説明させていただきます。 

 10月後半までは、飲食店の利用も多く、お昼どき

だけではなく、夜の食事等のご利用も多かったよう

ですけれども、北海道の11月５日に感染者が100人を

超え、警戒ステージの引上げなどの影響もございま

して、一旦利用者が少なくなったというように聞い

ております。また、現在も道内各地や空知管内にお

いても感染者が出ており、再び経済への影響が心配

されるところでございます。これまで換金されたた

すけ愛商品券の利用店舗の割合を見てみますと、飲

食店が27店舗で44％、大型店が８％、コンビニエン

スストアも８％、スタンドや理容、美容を含む小売

店舗は25店で40％というふうになっております。換

金につきましては、商工会議所に委託しておりまし

て、10月分につきましては一括で10月11日に換金手

数料を支払いしております。換金額は約1,000万円、

それ以降11月からは週ごとにまとめてお支払いして

おり、２週目は換金額が約1,000万円、３週目は約400

万円、４週目も500万円と中旬からは北海道内の感染

者数の拡大の影響が見られるところでございます。 

 また、11月７日に北海道の警戒ステージが３へと

引き上げられ、市としましても新型コロナウイルス

感染症の急激な拡大における防止対策の徹底につい

てということで店舗や事業所に向けて新北海道スタ

イルの徹底など、お客様や従業員の皆様への感染防

止のご協力、それと業種ごとのガイドラインのご案

内、それに不確かな情報による差別やいじめなどの

防止をお願いする文書を11月18日に発出しておりま

す。今後につきましても商店や飲食店等におかれま

しては、市民の皆様が安心して利用できるよう感染

防止対策事業所支援補助金等の活用もご利用いただ
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き、感染対策の上、クリスマスや年越しのオードブ

ルなど年末年始の消費に向けたお店独自のサービス

を展開していただければ、地域商業の経済回復の一

端になるのではないかというふうに期待していると

ころでございます。 

〇議長（若山武信君） 東議員。 

〇９番（東成一君） 〔登壇〕 詳しい答弁ありが

とうございます。商店街の衰退は、やはり人口減少

に拍車をかけるということになりかねません。商店

街の衰退は避けなければなりません。そのためにも、

コロナウイルス感染症の状況次第ではさらなる消費

活性化策も必要になると思います。登録店、市民に

も好評をいただいているこの商品券の効果検証を行

い、今後の消費活性化策についても検討していただ

きたいと思います。この質問を終わります。 

 次に、件名の２、子育て支援について、項目１、

児童館の運営について伺います。市内の児童館、児

童センターは、豊里児童センター、赤平、文京、茂

尻、平岸の各児童館の全部で５か所あります。赤平

市児童福祉施設整備計画では、豊里児童センター、

赤平、茂尻、平岸の各児童館は利用状況を勘案しな

がら存続について検討しますとなっており、文京児

童館については新設される学童保育室と地域的に利

用対象が重複することから原則廃止し、解体等を検

討しますとなっております。今後の児童館、児童セ

ンターの存続については、関係各所において十分な

議論を行い、保護者の理解をいただいた上で方針を

決定する必要があると考えます。そこで、現在の各

児童館、児童センターの利用状況及びこの計画の今

後の見直しについて伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 児童館及び児童センターの利

用状況と今後の計画の見直しについてお答えいたし

ます。 

 利用状況でございますけれども、令和２年度11月

末現在における累計の利用人数につきましては赤平

児童館が190人、１日平均にいたしますと0.99人、文

京児童館が2,178人、１日平均11.40人、茂尻児童館

が1,845人、１日平均9.66人、豊里児童センターが

2,365人、１日平均12.38人、平岸児童館が113人、１

日平均0.59人となっております。 

 今後の計画の見直しにつきましては、ご質問にも

ありましたとおり今年度の利用実績について分析

し、利用状況が著しく少ない児童館等につきまして

は費用対効果なども含めまして存続していくことが

困難なことから、廃止について検討してまいりたい

と考えております。さらに、令和４年４月１日より

統合小学校内に赤平独自の学童保育室を創設する予

定です。ここでは、共働き家庭等の児童に加え、利

用を希望する全ての児童が放課後を安心、安全に過

ごし、多様な体験、活動ができるものにしたいと考

えております。現在のところ地域的に利用対象が重

複していることに加えまして、築48年を経過し、老

朽化が著しい文京児童館につきましては廃止し、解

体等を検討してまいりたいと考えております。なお、

廃止に当たっては、地域や保護者の方々への説明を

させていただいた上で赤平市子ども・子育て会議に

おいて議論をしていただき、方針を決定し、併せて

計画の変更を行ってまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 東議員。 

〇９番（東成一君） 〔登壇〕 答弁ありがとうご

ざいます。継続して運営する児童館、児童センター

や廃止を検討している児童館があるとの答弁でした

が、いずれにせよ保護者や地域の方の理解を得るこ

とが重要だと考えます。説明会の開催や赤平市子ど

も・子育て会議等で十分な議論を行った上で方針の

決定など、よろしくお願いいたします。この質問を

終わります。 

 次に、項目２、学童保育について伺います。要旨

１、現在建設中の統合小学校に学童保育室が併設さ

れる予定となっております。令和４年４月に統合小

学校が開校となり、それと同時に学童保育室の開所

となると、あと１年半足らずの期間しかありません。

この短期間で準備作業を実施するには、現在のコロ

ナ禍の影響、また今後においても終息が見込めない

状況の中で大変な作業になると予想されます。学童
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保育室を開設するには、国の補助基準では放課後児

童支援員の配置が求められており、これら人材の確

保についてどのように考えるのか、また利用を希望

する児童数を把握するには通所希望者の調査も必要

であり、説明会を開催するなど保護者の理解をいた

だくことも重要と考えます。そこで、学童保育室開

設に伴う検討会議等の準備作業の進捗状況を伺いま

す。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 学童保育についてでございま

すが、現在利用を希望する全ての児童が放課後を安

心、安全に過ごし、多様な体験、活動を行うことが

できるよう、いわゆる放課後子ども教室を創設し、

その中で共働き家庭等の児童をお預かりする赤平市

独自の学童保育室の創設を目指しております。これ

までに関係する社会福祉課、社会教育課、学校教育

課により実施概要の確認や今後の方向性について検

討を行い、情報を共有しているところであり、今後

も定期的に議論を重ね、実施に向けた検討を行って

まいります。 

 また、国基準の放課後児童クラブを設置、運営す

るためには放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を満たすほか、一定の知識及び技能を

有する放課後児童支援員の配置を行わなければなり

ません。現状におきまして放課後児童支援員の確保

が困難であり、当面は赤平市独自の学童保育室とし

て単独事業での運営とする予定であります。現在各

児童館におきまして留守家庭などのお子さんをお預

かりし、見守る事業を行っております。しかし、学

童保育室では、サービスの質の向上や安心してお子

さんを預けていただくために放課後児童支援員の資

格を持った支援員の配置を検討しており、有資格者

の充足により将来的には国基準での学童保育室の運

営を目指してまいりたいと考えております。この放

課後児童支援員につきましては、都道府県知事によ

る認定資格となっており、研修を受講する必要があ

ります。そのためには、保育士、社会福祉士、教員

免許を持っている者のほか、２年以上の児童福祉事

業に従事した者などの要件があることから、人材の

確保につきましては容易ではありませんけれども、

来年度以降も複数の職員に対して本認定資格研修を

受講させる予定としております。 

 また、今後につきましてどのくらいの児童がどの

ような利用を希望するのかなど確認する必要がある

ことから、ニーズ調査を行うほか、これを基に保護

者の皆様や地域の方々に対しましてご説明させてい

ただき、ご理解いただければと考えております。開

設までの期間がタイトではありますが、関係される

方々のご理解をいただき、安心して子供たちが過ご

すことのできる施設を目指してまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 東議員。 

〇９番（東成一君） 〔登壇〕 これまでにも関係

する各課において検討を行ってきたということ、ま

た今後も定期的に議論を重ねるとの答弁でした。何

しろ開設までの期間がタイトであるので、期間内に

万全な準備ができるようにスピード感ある対応をお

願いいたします。このことを要望して、私の質問を

全部終わります。ありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３１分 休 憩） 

                       

（午前１０時４０分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序２、件名１、新型コロナウイルス対策に

ついて、２、一般行政について、３、教育行政につ

いて、議席番号３番、木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 新型コロナウイル

スの感染拡大が止まらず、全国で新規感染者数が連

日2,000人を超え、重症者数も過去最多を超えており

ます。第３波と言われているこの危機的状況の中、

菅首相が口にしたのはマスク会食でした。東京都医

師会の尾崎会長は、感染が急増しているときにトッ

プがこんなことしか言えない国でいいのか、国の役

割はＰＣＲ検査の抜本的拡大と医療体制を守ること
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だと訴えております。しかし、いまだに菅政権はＧ

ｏ Ｔｏ キャンペーンの中途半端な見直しをする

だけで、旭川もいまだに外されていません。二次補

正の７兆円もの予備費を大部分を使わずに国会を閉

じ、そして国会を閉じてから年明けの三次補正の方

針を発表するなど国会を軽視し、国民の命と健康が

脅かされているこのときでさえ経済最優先の姿勢を

変えようとしていないと言わなければなりません。

日本共産党は、感染爆発を抑える提案として４つの

ことを訴えております。１つ目に無症状者感染者を

把握するためのＰＣＲの拡充、２つ目に感染の接触

追跡を行うトレーサーを確保し、保健所の体制を強

化する、３つ目には医療崩壊を起こさないために医

療機関の減収補填と宿泊療養施設の確保、そして４

つ目にはＧｏ Ｔｏ 事業、これを全国一律をやめ

て地域ごとの事業とし、国が応援する形にする、小

規模事業者に支援が届くようにしていく、持続化給

付金の第二弾など直接支援を組み合わせていく、そ

して消費税を５％に減税し、経営苦の中小企業の納

税免除などで宿泊や観光、中小企業や地場産業を支

えていく、こういうふうに改善すべきだということ

を訴えております。政府には、ぜひこういった抜本

的な改善を早期に行ってほしいというふうに思いま

す。 

 さて、赤平市のこれまでのコロナ対策については、

私はかなり評価されていいものだというふうに思っ

ております。感染拡大防止と併せて企業支援や消費

喚起など、厳しい財政状況の中、しっかりとタイミ

ングなども計り、行ってきたと思います。しかし、

この第３波の中で残念ながら北海道は各地でクラス

ターが発生し、医療機関や役場などでも集団感染が

起こっています。そこで、改めて市役所の感染防止

の取組について伺っていきたいというふうに思いま

す。 

 件名の１、新型コロナウイルス対策について、項

目の１、市役所における取組について、要旨の１で

す。北海道でも今言ったように自治体職員の感染が

広がり、役場でクラスターとなっている事例が起こ

っております。庁舎の閉鎖や業務の縮小を余儀なく

されているケースも出ているということです。自治

体職員の感染が市民サービスの低下につながらない

よう、市職員の感染防止は極めて重要だと思います。

同時に、庁舎を利用される方々にも協力をしていた

だかなければなりません。現在庁舎では、２つの玄

関で手指消毒と検温ができるサーモカメラを設置し

ております。しかし、中には素通りされる方も時々

見受けられます。私もほぼ毎日市役所に来ておりま

すが、手指消毒は入るとき、出るとき必ず行うよう

に心がけております。サーモカメラのほうも入ると

きは必ず立つようにしております。東側の玄関のカ

メラの交換ですとか、コミセン側の入り口の手指消

毒と検温を同時にできるよう配置を変えたことなど

改善はされているというところも見受けられます

が、来庁者の方への協力要請に関してはどのような

のか、徹底されているのかどうか、状況をお伺いし

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 現在庁舎における感染防止対

策の取組といたしましては、市役所の出入口に消毒

液の設置、コロナ通知システムの掲示のほか、２か

所の出入口にサーモカメラを設置し、来庁者の自主

性になりますけれども、手指の消毒や検温の協力を

お願いしているところであります。来庁者への協力

要請につきましては、サーモカメラに貼ってありま

す検温カメラ設置中、これのポスターによりお願い

をしておりますが、職員を配置し、確認するまでに

は至っていないのが現状であります。比較的出入り

の多いコミュニティセンターの出入口には、履歴等

のデータが保存可能なサーモカメラを設置しており

ます。設置後の状況でございますが、来庁者より熱

の警告等が発生した場合には再検温を実施している

ところであります。これまで高熱の来庁者はおりま

せんが、今後におきましても来庁者にご利用いただ

けるよう工夫してまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 現状職員の配置ま
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では至っていないということ、そしてポスターのみ

のお願いにとどまっているということだったと思い

ます。いわゆる答弁にもありましたが、来庁者の自

主性に任せているということだったというふうに思

います。強要できるものではないというのは分かり

ますが、11月の11日の行政常任委員会のほうでも私

指摘をさせてもらいましたが、今まさにもう一度気

を引き締めるときではないかというふうに思うので

す。市職員の健康を守るということは、行政サービ

スを低下させないと、それが市民の暮らしを守るこ

とにつながるというふうに思いますので、しっかり

とできる改善を今後も行って感染防止対策やってい

っていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。市役所の各

窓口には、パーティションがやっと設置をされまし

た。窓口業務に当たる市職員の方々は、マスクの徹

底が十分されているなというふうに見受けられま

す。しかし、庁舎は耐震ですとか防災行政無線、そ

ういったものの改修などもありまして、多くの職員

の方々が狭いスペースに机を向かい合わせて仕事を

されているというふうに思います。中には、あまり

人と会わない、市民の方々が来られないような場所

ですとマスクをしていない職員の方々もいらっしゃ

いますが、それは人と会っていないので、特に問題

はないかと思いますけれども、四六時中マスクの着

用を義務づけるというのもなかなか難しいのが現状

かなというふうには思っております。しかし、冒頭

申しましたように今は誰がどこで感染しているか、

無症状で分かりません。無症状の方が多いというこ

ともありますので、ぜひ職員同士の感染防止という

のをしっかりと十分気をつけていただきたいという

ふうに思うのです。そこで、職員同士の感染拡大防

止のために今どのような取組を行われているのかお

伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 職員同士の感染拡大防止のた

めにどのような取組を行っているのかということに

ついてでありますけれども、現在新型コロナウイル

ス感染症対策本部会議を通じ、新北海道スタイルの

実践としてマスクの着用及び定期的な換気をはじ

め、各職場及び会議室ごとに消毒薬を配置し、消毒

作業を徹底するなど感染防止に努めているところで

ございます。特に市民が訪れる窓口業務については、

細心の注意が必要であることから、マスクの着用や

手指消毒をより徹底するよう注意喚起しているとこ

ろであります。また、職員及び家族等の健康状態に

異変があったときには速やかに報告し、届出をする

こととしており、その状況に応じた対応を検討し、

指示することとしております。今後におきましても

職員の健康管理及び職場等の衛生管理の徹底に努め

てまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 新北海道スタイル

に合わせて、マスク、換気、消毒など徹底している

ということでした。そういった部分というのは、理

解したいというふうに思うのですけれども、もう少

し物理的な部分というところもあると思うのです。

仕事をする上で机の間に遮蔽物、パーティションな

ど置くとなかなか仕事に支障を来す可能性もあるの

ですが、ぜひそういったことをやるということも必

要なのかなというふうに思います。マスクをつけて

いるから、大丈夫ということもあるのかもしれない

のですけれども、ぜひそういう物理的な方法という

のも取っていただきたいなというふうに思うのです

けれども、その辺について検討されるお考えあるで

しょうか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（若狹正君） 議員おっしゃる机の間に

というところですけれども、そこについては今後状

況を見ながら、できるところは考えて検討しなけれ

ばならないかなと思っております。今後その辺を再

度検討するようにいたします。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 できることなら、

検討していただきたいというふうに思います。 

 それと、もう一つ、人と話すときは必ずマスクを
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つけるということを職員さん同士でお話しするとき

でも徹底するということをぜひ周知もう一度してい

ただきたいと思うのです。今本当に無症状で、昨日

も医師会の代表の方がテレビでおっしゃっていまし

たけれども、自分がうつすかもしれないという気持

ちでマスクを着用してほしいということ呼びかけて

いました。ぜひそういったところ庁舎内では徹底し

ていただきたいということをお願いしたいと思いま

す。 

 では、次の質問に移ります。項目の２、無症状者

や軽症者の受入れについて、要旨の１です。北海道

の感染者数は、11月５日の119人からずっと100人以

上の新規感染者となっていると思います。そして、

空知地方も感染者の拡大、毎日のように増えている

状況です。北海道のコロナ感染入院者数は、12月２

日現在では935人、これは新型コロナ対応ベッド数の

52％、重症者数は28人で重症者対応ベッドの15％と

いう状況だそうです。この数字だけを見ると、それ

ほど逼迫していないようにも見えますが、北海道医

師会の会長は医療提供体制の崩壊が始まっていると

危機感を募らせていると報道されているように医療

現場の実態というのは相当厳しい状況ではないかと

いうふうに思います。軽症者や無症状者の方は、療

養施設か自宅療養を取らざるを得ないことから、北

海道は札幌市以外にも旭川市、函館市、帯広市に受

入れ療養施設を指定し、釧路市、北見市にも今確保

をしようとしております。家庭内感染の割合が増え

ていることから見ても、空知管内でも無症状者や軽

症者の療養施設を確保すべきではないかと私は考え

ますが、広域での検討及び北海道への要請などは行

っているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 最近の状況は、議員ご指摘の

とおり札幌市やそれ以外の旭川市、帯広市などで感

染が拡大していることから、北海道では感染者受入

れの宿泊療養施設を増やしているところでございま

す。しかし、北海道によりますと、宿泊療養施設は

ホテルからの応募が必要であり、さらに動線や施設

の整備状況等の条件をクリアしなければなりませ

ん。また、スタッフの研修も数か月かかるため、北

海道では計画的に取り組んでいるところでありま

す。議員ご指摘にありますとおり、身近な空知管内

での宿泊療養施設を確保することが望ましいことで

あるというふうに思っております。しかし、医療ス

タッフも必要となることから、どうしても北海道全

体での調整とならざるを得ないものと考えておりま

す。このようなことから、北海道では管内における

宿泊療養施設の確保も視野に入れながら検討されて

いくものと考えております。北海道全体や各管内、

主な都市の感染者数は発表されておりますが、新型

コロナウイルス感染症による各受入れ医療機関ごと

の入院者数の情報は提供されていないのが現状であ

ります。したがいまして、要請しようにも各医療機

関の逼迫状態さえ知ることができず、やり場のない

ふんまんを抱いております。このような中で北海道

では、宿泊療養施設を道内６ブロックごとにそれぞ

れ設置しており、空知管内は道央ブロックに位置づ

けられております。道央ブロックにおける宿泊療養

施設は、札幌市内に設置されておりますが、現在の

ところスムーズに移送されていると伺っておりま

す。今後も新型コロナウイルス感染症の感染防止に

努めてまいりますので、ご理解いただければと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 ホテルからの応募

やスタッフの研修など、療養施設確保には様々な条

件があるということを私今初めて知ったのですけれ

ども、管内の入院情報が公表当然されておりません

ので、そういったことも含め、今現在は北海道は調

整をしていくしかない段階だという答弁だったと思

います。ただ、要請に至らない現状でも畠山市長も

管内に療養施設を確保することが望ましいのだとい

うことは同意していただけたのかなというふうには

思います。 

 また、空知管内が含まれるいわゆる道央ブロック

というものが今移送がスムーズだというお話ありま
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したけれども、この北海道の６ブロックというのは

私も旭川が全国的に注目されてからテレビでも見る

ようになったものかなというふうに思うのですけれ

ども、今の旭川の状況見ていますと国や道の対応が

非常に遅かったり、支援がすごく弱かったりという

ふうに私は思っております。入院も上川のほうで逼

迫すれば札幌のほうに送らなければいけない、そち

らのブロックから道央ブロックに送らなければいけ

ないということを先日ある番組で旭川の市立病院の

院長先生かな、がおっしゃっておりました。かなり

逼迫している状況なのだろうというふうに思うので

す。今道の状況であるとか、空知管内の状況である

とかおっしゃっていただきましたので、連絡とか情

報共有しっかりされているのだというふうに思いま

したので、ぜひ引き続き管内あるいは北海道と連携

して対応をまた考えていって備えていっていただき

たいというふうにお願いしたいと思います。 

 次の質問に行きたいと思います。項目の３です。

あかびら市立病院について、要旨の１です。市立病

院では、発熱外来の早期設置を含め、新型コロナ対

応については大変な努力をされていると思います。

11月20日に日本共産党の畠山和也前衆議院議員と一

緒に市立病院のほうに訪問した際、井上事務長から

元院長が使命感を持って発熱外来を担当してくれて

いるということであったり、ぎりぎりの職員数で今

対応に当たっているのだということをお伺いしまし

た。必要なのは、人的支援だというようなお声もい

ただいたところです。日本共産党北海道委員会や道

議団あるいは国会議員団を通じて、しっかり国や道

に支援のほうを求めていきたいというふうに思いま

す。 

 さて、今年度は人的体制の整備、それから充実、

緊急医療体制の維持に努めていくということで行わ

れていると、３月の第１回定例会では内科医の確保

が急務だということ、患者の利便性や安全性につな

がるものについては可能な限り医療機器その他の更

新、拡充を検討していくということが述べられてお

りました。そこで、このコロナ禍が起こったと、現

在は事務職の方々も総出でトリアージに出ているよ

うな状況だというふうに思います。人的体制の充実

という面で当初の方針どおり進められてきたのかど

うか、コロナ禍の中でどのように進められてきたの

かお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市立病院の人的体制や設備の

充実等について、コロナ禍においてどのように進め

てきたのかというご質問でございますが、まずは内

科常勤医の状況につきましてはご承知のとおり昨年

の12月末で１名が退職しておりますが、同月新たに

１名、また本年８月からはさらに１名が着任となっ

たところであり、診療はもとより病院業務全般にわ

たりまして精力的に取り組んでいるところでござい

ます。また、非常勤医師についてでございますが、

本年６月より札幌医科大学総合診療医学講座の教授

自らが週１回の外来診療をご担当いただき、また今

月から同医学講座よりさらに１名の外来の診療応援

をいただくなど大変力強いご支援をいただいており

ます。さらに、これまで毎週外来の診療応援をいた

だいている民間病院の医師による診療日を拡充し、

来月から内視鏡を担当していただくことも予定して

おり、外来の診療体制がより充実し、常勤医師の負

担軽減も図られているところでございます。医師の

確保につきましては、これまで同様道内医育大学を

はじめ、当院とゆかりのある医師の方々との情報交

換、また各協議会や関係団体、さらには人材紹介会

社等への活動が中心でありますが、コロナ禍におい

ては訪問や面談もなかなか思うように進めることも

できず、リモート面談なども活用しながら取り組ん

できたところでございます。 

 次に、その他の職種につきましては、本年度は新

たに診療放射線技師２名と社会福祉士１名を採用し

たところでございます。また、会計年度任用職員に

つきましては、本年度は８名の看護師を中心に臨床

検査技師、看護助手などの採用を進めてきたところ

でございますが、昨年度来退職者につきましても一

定数出ていることから、現状でもぎりぎりの職員配
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置での対応となっているため、これらにつきまして

も引き続き必要な人員について採用してまいりたい

と考えているところでございます。 

 次に、院内設備の充実についてでございますが、

本年度は当初から予定しておりました放射線科の一

般エックス線撮影装置や臨床検査科の生化学自動分

析装置などの更新を進めておりますほか、このたび

の新型コロナウイルスに係る検査関係機器や市政報

告でも述べさせていただきましたが、オンライン面

会のための環境整備などを進めてきたところであ

り、引き続きＰＣＲ検査機器や人工呼吸器などの整

備を予定しているところでございます。 

 いずれにいたしましても、本年に入りましてから

は新型コロナウイルス感染拡大に伴い一部病棟の管

理体制の強化や職員の配置、シフトを別枠で準備を

し、また発熱者外来の開設により医師をはじめとす

る医療職はもちろん、朝の７時30分から開始してお

ります外来トリアージなどでは事務職員も含め職員

総動員で通常業務と並行して対応に当たっていると

ころであり、市立病院にとりましてもかつて経験し

たことのない状況が続いているところでございま

す。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 医師確保について

は、先ほどの常勤内科医のことは先日の委員会報告

でもあった内容だったと思いますが、さらに今月か

らですか、非常勤医師１名に来てもらっているとい

うことも今分かりました。来月から民間病院の医師

の方の協力で診療日の拡充がされるなど、常勤医師

の負担軽減が図られているのだなということがよく

分かりました。執行方針に沿ってしっかり取り組ま

れているというふうに思います。一方、会計年度任

用職員のほうについては、今看護師、看護助手のあ

たりでは少し厳しいのかなという印象を受けまし

た。また、トリアージについても述べられていまし

たが、事務職総出でということでありました。まさ

にこういったところがぎりぎりの職員配置で行って

いるという部分だと私思います。会計年度というこ

とで確保が難しいという面があるのか、あるいは今

のコロナの状況ということで確保が難しいというこ

ともあるのか、そういったところをしっかり分析し

た上で財政状況も見ながら正職員採用、正規採用も

視野に入れて人員確保にしっかりと取り組んでいた

だきたいというふうに思います。以上で次の質問に

移ります。 

 要旨の２です。そういった人員体制強化が必要で

はないかと私思うのですが、この長期化するコロナ

の状況の下で来年度に向けてさらなる人的体制強化

行う必要があるのではないかと考えるわけですけれ

ども、来年度に向けた考え方のほうあればお伺いし

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 来年度に向けてのさらなる人

員体制の強化についてでございますが、これまで同

様内科常勤医師の確保につきましては引き続き最優

先に取り組んでまいりたいと考えております。また、

その他の職種につきましては、来年４月、既に看護

師３名の採用が内定しており、11月の採用試験にお

いて応募のなかった、合格に至らなかった職種であ

ります薬剤師、作業療法士については来月に改めま

して募集を再開したいと考えているところでござい

ます。次に、会計年度任用職員につきましては、看

護師や看護助手、診療放射線技師や臨床工学技士な

ど引き続き募集を続けてまいります。このたびの新

型コロナウイルス関連の対応に当たりましては、現

在も発熱者外来問診担当看護師の募集を続けており

ますし、昨年度から夜間の救急外来当直については

看護師を１名体制としてきておりましたが、新型コ

ロナウイルスに関わる対応や季節性インフルエンザ

の流行等を考慮し、状況に応じて一定の時間を２名

体制とすることとしているところでございます。先

ほども申し述べましたが、今回の新型コロナウイル

ス対策などのように通常業務以外の対応を余儀なく

され、このような非常事態が長い期間続くとなれば

職員一人一人には身体的、精神的にも相当負担のか

かる状況であると認識を新たにしているところでご
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ざいますので、健全経営を念頭に置いた上で来年度

以降の職員の体制について検討してまいりたいと考

えているところでございます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 看護師の方３名内

定していると、ほかの職種も随時募集またかけてい

くということが述べられました。大変いいのかなと

いうふうに思います。非常事態への対応も視野に入

れて職員採用検討しているということですので、安

心をいたしました。コロナ対応で認識を新たにされ

たということですけれども、一方で安定経営という

ものも極めて重要だということを述べられたと思う

のですが、その両立というのが大変難しい判断の一

つなのだろうというふうに思うのです。今回のコロ

ナのような状況では、やはり職員さんの身体的な、

あるいは精神的な負担軽減というのは極めて重要な

のだろうというふうに私思います。今日のちょうど

朝刊でも道医労連の調査というもの載っておりまし

たけれども、看護師の方７割がつらいのだというこ

とで仕事に精神的負担を感じているという回答があ

ったということです。こういう職員の精神的な負担

軽減ということ極めて重要だと思いますので、ぜひ

しっかり念頭に置いて来年度の体制、人員確保につ

いてやっていただきたいというふうに思います。 

 あと、もう一つ、負担軽減のために、病院で新型

コロナの感染疑う症状がない限り看護師さんへのＰ

ＣＲ検査は実施していないというのが北海道でほと

んどだということ述べられております。当然自治体

の負担というのも出てくるとは思うのですけれど

も、こういうこともぜひ検討しながら職員の負担軽

減考えつつ、人員の確保を非常事態に合わせてしっ

かりとやっていっていただきたいということを要望

して、この質問終わりたいと思います。 

 次の質問に移ります。ここまででコロナ対策の質

問は終わりたいというふうに思っております。 

 さて、国政のほうでは、財務大臣、財務相の諮問

機関である財政制度等審議会が2021年度の予算編成

に向けて建議を発表されています。この建議では、

コロナについては雇用調整助成金の特例措置などは

できる限り早期に段階的に廃止をする。医療のほう

では、75歳以上の窓口負担を可能な限り広範囲で２

割にする。これニュース等でやっていましたけれど

も、公明党、自民党で200万で合意したというような

ことも今載っていましたけれども、そういうことが

載っていると。公的公立病院の再編統合や病床削減

の再加速を要求していると。生活保護受給者の国民

健康保険への加入の検討や国民健康保険財政への一

般会計からの繰入れを廃止することを求めている。

また、介護のほうでは、コロナは事業所の経営に大

きな影響を及ぼしていないとして、介護報酬を引き

上げる事情は見いだせないなどとしているものなの

です。まさに医療、介護の切捨てとも言えるメニュ

ーが目立つ内容となっております。財務省設置法に

基づく同審議会は、福祉の増進を国に義務づけた憲

法にこそ立脚すべきものだというふうに考えます

が、これはまさに菅政権でいう自助の政治の具体化

をするものだと言わなければならないと思います。

こういった国の方針を地方自治体がただただなぞっ

ていてはいけないというふうに私は思うのです。政

治の役割というのは、公助です。住民福祉の増進だ

というふうに思います。医療、介護、福祉を守り、

投資的経費を抑え、箱物行政から転換をしていく、

こういったことを強く訴えたいというふうに思いま

す。 

 それでは、赤平市の来年度予算編成に向けた考え、

あるいは施策に向けた考え、方針についてお伺いし

ていきたいというふうに思います。件名の２です。

一般行政について、項目の１、来年度予算編成につ

いてお伺いします。要旨の１です。12月に入り、来

年度予算編成が始まっていると思います。今年は、

コロナの影響で思うように会議ができず、進まなか

った施策なども第６次赤平市総合計画や第２期赤平

市しごと・ひと・まち創生総合戦略の中にも出てい

るのではないかと考えられますが、来年度もこのコ

ロナの状況は続いていくということを想定して総合

戦略や総合計画進めていかなければならないと思い
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ます。畠山市長は、どのような方針を持って来年度

予算の編成をするのか、お考えをお伺いしたいと思

います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルス感染症の

発生以降、これまで市民生活と経済活動を支える取

組や事業を実施してきたところでありますが、いま

だに終息が見通せない中、今後の財政運営において

多くの懸念材料が存在するほか、行政運営にも様々

な影響が出ているところでございます。令和３年度

の予算編成につきましては、第６次赤平市総合計画

及び第２期赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略

の各施策の着実な推進と新型コロナウイルス感染症

の拡大防止を最優先とした予算要求とするよう先月

の11日付で全課長に通知したところであります。令

和３年度は、国勢調査人口の減による普通交付税の

減少や新型コロナウイルス感染症の影響による市税

の減少が見込まれるなど、歳入につきましては厳し

い状況が予想され、また歳出におきましても統合小

学校建設事業などの投資的経費の増加に加えて新型

コロナウイルス感染症へ対応するための新たな行政

需要などにより収支不足額の拡大が見込まれており

ます。このような状況の中、当面は感染拡大防止を

最優先する中で事業の優先順位を定めながら、総合

計画及び総合戦略の実現に向けて取り組むととも

に、事業実施の財源確保に当たっては国、道等の補

助金、過疎対策事業債をはじめとした有利な起債を

最大限活用してまいりたいと考えております。令和

３年度だけではなく、今後も厳しい財政状況が見込

まれるため、いま一度原点に立ち、最少の経費で最

大の効果が発揮できるよう創意工夫を図り、この未

曽有の困難を乗り切るため全職員一丸となって取り

組んでまいります。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 様々な影響が出て

いるということ、来年度に向けては各施策の着実な

推進、総合戦略、総合計画だと思いますけれども、

それに加えてコロナ対策をしっかりやっていくとい

う内容だったと思います。コロナ対策に関しては、

言われたとおり新たな費用というのも絶対出てくる

でしょうし、戦略の推進では統合小学校の建設、こ

れがどんどん進んでいるということで、ここもある

のだと思います。最後のほうに、原点に立ち返って

最少の経費で最大の効果をということをおっしゃっ

ていただきましたけれども、しっかりとやっていっ

ていただきたいのですが、今までと同じように進め

ていくということは極めて難しい状況に今あるのか

なというふうに思います。戦略とか総合計画が今ま

でどおり着実にと言いますけれども、なかなか難し

いのではないかと。市民の声を聞いて必要なものは

必要なものとしてしっかりと進めていくと、そして

立ち止まるものについてはしっかりとした判断の

下、しっかり立ち止まっていくということも今まで

以上に必要な判断になってくるのだろうというふう

に思うのです。事業の優先順位という部分について、

しっかりと私のほうも注視していきたいと思います

けれども、検討をしていっていただきたいというふ

うに思います。 

 次の質問に移ります。項目の２、公共施設等総合

管理計画の個別計画についてお伺いします。要旨の

１です。コロナ禍にあっても人口減少対策というの

は止められない課題であり、10月末現在で赤平市の

人口は9,689人、世帯数は5,740世帯と緩やかになり

つつも進んでいるのではないかというのが現状だと

思います。公共施設等総合管理計画は、財政的な将

来負担も考えると極めて重要なものだと私は考えて

おります。個別計画は、今年度の策定となっており

ますが、進捗状況はどのようになっているのかお伺

いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 公共施設等総合管理計画の個

別施設計画の進捗状況ということでございますが、

国は個別施設計画の策定について令和２年度まで

に、それを反映した公共施設等総合管理計画の見直

しを令和３年度までに行うよう努力義務として要請

されているところであります。今年度につきまして
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は、新型コロナウイルス感染症の影響により委託会

社による現地確認や協議等に際し赤平市への往来が

なかなかできず、当初の予定より遅れている状況で

ございます。今年度中には、個別施設計画を策定し、

併せて多少のずれは生じるかもしれませんけれど

も、公共施設等総合管理計画の見直しも同時期の完

成を目指してまいります。これまでに平成28年度に

策定いたしました公共施設等総合管理計画に基づく

各課における進捗状況の確認や施設の方針について

更新作業を行っております。各施設の現状把握とい

たしましては、平成28年度以降に新設された施設の

データの更新、機能診断などの情報の収集も行った

ところであります。また、具体的な対策検討に基づ

く効果的な施設の維持管理を進めるため、本計画で

の対象施設のうち、特に課題が大きく対策検討の必

要性が高い施設を重要課題施設として市庁舎や交流

センターみらい、総合体育館、小学校統合後の旧校

舎など12施設を抽出し、コンサルの建設スタッフに

よる現地目視調査を実施したところであります。現

在は、目視調査や各施設における機能診断などを参

考に長期修繕計画を策定し、施設別の方針を定めて

まいります。個別施設計画につきましては、施設の

統廃合による総面積の削減、対策の優先順位検討に

基づく計画的な改修、補修の実施について方向性を

定めることとなります。また、計画策定後の具体的

な取組につきましては、関係課においてさらに協議

を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 予定よりは遅れて

いるけれども、今年度中に策定をすると、併せて少

しずれるかもしれないけれども、公共施設等総合計

画の見直し、これも行っていくということだったと

思います。重要課題施設というものがあるというこ

とで、答弁にありました市役所の庁舎、あるいはみ

らい、あるいは体育館というものを今挙げられたと

思うのですが、これは現計画でも継続して使用を当

然していくものということになっていまして、あと

統合後の小学校ですか、ということになりますので、

３つの小学校ということになると思いますが、それ

はほかの目的で使用するということでもう計画にも

位置づけられているものだと思うのです。ほかには、

そういった重点課題施設というものはあるのか、あ

ればどこになるのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 企画課長。 

〇企画課長（林伸樹君） 私のほうからお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 その他の６施設はどこになるのかということだと

思いますけれども、エルム高原温泉ゆったり、平岸

コミュニティセンター、産業研修ホール、市庁舎併

設のコミュニティセンター、コミュニティセンター

別館、総合体育館併設のふれあいホールの６施設と

なります。先ほど言っていた重要という部分ですが、

重点課題施設という位置づけでございます。重点課

題施設の選定につきましては、大型の施設でありま

して、基本的に今後も存続をしていく施設を選定を

しております。また、３つの小学校につきましては、

今後の施設の活用を検討する上でランニングコスト

を考慮する必要性もあるというため選定をいたした

ところでございます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 面積の削減という

こともおっしゃっていたので、例えば使わない方向

のものも入るのかなというふうに考えたのですけれ

ども、あくまで今後も継続して利用していく、目的

は別にして利用していくものを重点課題施設です

ね、にしたということですね。分かりました。 

 この計画ができて、先ほど計画策定後に各課で具

体的な取組をやっていく必要があるのだということ

あったと思うのですけれども、そうなりますとこれ

で今年度この計画ができても来年度の当初予算で予

算化されるようなものが出てくるということはない

という認識でよいのでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 企画課長。 

〇企画課長（林伸樹君） 先ほども申し上げました

けれども、個別施設計画につきましてはある一定の

方向性を定めるということになるかと思います。具
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体的な取組につきましては、関係課においてさらに

協議を重ねていく必要がございますので、次年度の

当初予算では予算化される予定というのは現段階で

はございません。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 来年度予算すぐは

ないということですね。公共施設の面積の削減の目

標というのは、2025年までに20％削減ということに

なっております。早くても今のお話ですとこの計画

を使われていくのは2022年からということになりま

すので、３年間で達成を目指すということになるの

かなというふうに思うのです。他方、公営住宅の除

却のほうが順調に進んでいくと、そこでもやっぱり

影響があると思いますので、それが大前提になって

いるのかと思いますが、いわゆる使われていない公

共施設、それの除却や売却、こういったところもし

っかりと今後検討して行っていっていただきたいと

いうふうに思います。個別計画策定後に改めてこの

問題についてはまた取り上げていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。項目の３、商工業振興につ

いて、要旨の１です。全国的にコロナ禍で企業が新

規採用を見合わせるなど、就職難の状況となってい

ると思います。赤平市も参加する企業説明会がコロ

ナで中止になるなど、空知管内でも影響が出ている

ということだと思うのです。市内企業の来年度の新

規採用の状況というのは、どのようになっているの

かお伺いしたいと思います。仕事がある強みを生か

した総合戦略を進める赤平市として、人口減少対策

を考えたときに来年度に向けて雇用の確保や企業支

援、こういったことをどのように考えているのか、

併せてお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 第２期の総合戦略では、地元

製造業の強みを生かした雇用確保と地域産業の振興

の施策の中でインターンシップや中空知合同企業説

明会を予定しておりましたが、残念ながら開催地で

クラスターが発生したことや対象が200人以上の高

校生となることからも今年度は中止といたしまし

た。今後は、学生に向けた資料の配付やオンライン

を活用した企業紹介等の検討をしてまいりたいと考

えております。 

 北海道労働局によりますと、来年春に卒業する道

内の高校生の10月末時点の就職内定率は昨年同月に

比べ約25ポイント下がっており、特に製造業や宿泊

業などの減少率が大きく、建設業以外の求人数は全

ての業種で下回っている状況であります。また、新

型コロナウイルス感染症の影響で企業の採用活動が

例年と比べて１か月遅れた上、企業の動きに停滞が

見られたことや求人数も少なくなっていることから

も厳しい状況にあると分析されております。コロナ

禍における市内企業の状況につきましては、10月の

労働基本調査時に新型コロナウイルス感染症の影響

も併せて聞いており、回答があった55社中、来春に

新採用を予定している企業は24社となっておりま

す。各企業の事業内容により、製品や顧客の対象な

どの違いはありますが、コロナ禍においても新たな

製品の開発や取引先の開拓など新規事業に目を向け

ておられる企業もあり、一概にマイナスばかりでは

ありません。生活関連産業については、消費の増大

などプラスの部分もございますが、全体的にはやは

り厳しいと思われ、特に旅行や宿泊、飲食関係、イ

ベントなど観光に関連する産業については厳しい状

況にあると感じております。 

 赤平市独自では、毎年３月に高校２年生を対象と

した合同企業説明会を実施しておりますが、今年度

は新型コロナウイルス感染症の影響により実施方法

や時期などについて近隣高校や企業と相談してまい

りたいと考えております。また、都市部と地方との

生活様式の違いなど、これまでと違う角度からのア

プローチの仕方で学生の興味を引きつけるようなプ

レゼンやスマホアプリを使った情報の発信など企業

と共に研究してまいりたいと考えております。今後

につきましても中小企業や小規模事業者の声を聞き

ながら、雇用の確保に必要な支援やコロナ禍におけ

る企業への支援を検討してまいりますので、ご理解
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いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 就職内定率は、や

はり厳しい状況となっているということだったと思

うのです。製造業や宿泊が落ちていると、建設はそ

れほど落ちていないというようなことだったと思い

ます。労働基本調査のほうで回答があった55社です

か、の来春に新規採用予定が24社あるということは、

こういう状況の中でも希望があるのかなというふう

に思います。そういったところにぜひ市の移住定住

策、こういったものをアピールして使っていただき

たいというふうにも思います。中止した企業説明会

の代わりの対策も検討しているということが聞けて

確認が取れました。３月に行われるものもやり方等

考えて検討しているということも確認ができたと思

います。最後のほうにあった都市部と地方の違い、

そういったアプローチの仕方ですとか、スマホアプ

リの活用というのは本当にいいアイデアだなという

ふうに思います。企業としっかり協力して雇用の確

保に取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。商業振興は、

市民アンケートでも重要課題となっています。特に

商店街の衰退は、人口減少に拍車をかけることから、

３月の定例会でも指摘をしましたが、高齢化と後継

者不足、これへの対策が急務ではないかと思います。

この点について来年度はどのような対策を講じる考

えなのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 商業の振興につきましては、

市民アンケートの結果からも大きな課題と捉えてお

り、高齢化、後継者不足は他の自治体にも共通する

課題であると感じております。人口減少が進む厳し

い現状の中ではありますが、赤平の魅力を高めなが

ら、高齢化と後継者不足への対策を検討していると

ころでございます。商店の経営者につきましては、

町なかの飲食業で平均年齢65歳以上と高齢化が進ん

でおり、後継者につきましても人口の減少も相まっ

て将来設計においても事業継承の見通しが難しい状

況になってくることが予想されます。後継者不足に

つきましては、商店経営者の高齢化に伴い、自分の

代での廃業を考える商店も多く、事業継承は商店街

が直面する大きな課題と捉えております。 

 商業振興策につきましては、商店街の空き店舗解

消に向けた起業をサポートする起業支援補助や店舗

の老朽化を防ぎ、明るい商店の形成に向けた店舗整

備魅力向上補助を実施しており、今年のコロナ禍で

も活用が図られ、２件の起業と４件の店舗整備の相

談があったところでございます。また、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により消費が落ち込む飲食業

をはじめ、事業者への支援策として４月に実施した

緊急支援に始まり、中小企業等事業継続支援金、オ

ールあかびら！たすけ愛商品券の配付、さらには中

小企業等事業継続の追加支援と雇用者加算により事

業者を守る手厚い支援を講じており、現在の厳しい

状況を乗り切るための最大限の施策を実施しており

ます。ほかにも市民が経済活動の中で感染しないよ

う感染対策、アルコール消毒液の配付や感染対策用

の備品補助など対策を実施し、市民の皆様が安心し

て利用できる商店となるよう支援に努めております

が、終息の先行きが見えない状況の中、事業継続へ

の事業者の不安は拭えないのが現状であります。 

 このような状況の中で事業継承は、商店経営者を

はじめ事業者にとりましては深刻な現状であるとと

もに、後継者問題につきましても今後の経営の見通

しを含め、経営者の考え方によるものが大きく、極

めて対応が難しい課題でございます。商店経営者の

中には、自分の代で商売はやめるが、お店を使いた

いという希望者がいれば賃貸するなどの意見もあ

り、後継者がいない商店等につきましては存続につ

なげていくため身内の継承だけではなく、外部から

起業したい人を探すなどの手助けが必要でありま

す。今後につきましては、商店経営者や事業者の意

見を反映させながら、起業したい方と継続したい店

舗のマッチングが図られるよう幅広い情報媒体を活

用し、新たな事業展開につながる支援を検討してま
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いりますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 経営者の方々の平

均年齢が高いということ、やはり大変厳しい状況、

後継者不足はあるのかなと思いますけれども、そん

な中で２件の起業と４件の店舗整備の相談があった

ということ今述べられたのですけれども、これは相

談ということですが、全て実施に至っているのかど

うか確認させていただきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（磯貝直輝君） 起業支援事業

２件と店舗整備魅力向上４件につきまして私のほう

からご説明させていただきます。 

 起業支援の２店舗につきましては、美容室と飲食

店でございまして、美容室１件が８月に開業されて

おり、もう一件の飲食店につきましては今後の開業

が見込まれるところでございます。店舗整備魅力向

上事業では、今ある店舗の内装、外装、また新築が

対象となっておりますが、今回初めて新築の申請が

あり、それも２件ということで、理容室、小売店、

どちらも新たな店舗で営業されております。残りの

外装工事、内装工事はそれぞれ１件なのですが、こ

れにつきましても既に工事が終了しているところで

ございます。平成29年から４年間で９件の新規事業

が起業支援事業を活用しております。店舗整備魅力

向上事業につきましては、平成30年度に補助額や対

象を拡大しており、これも３年間で９件の申請があ

ったところでございます。今後につきましても引き

続きＰＲしてまいりたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 飲食店１件は今後

だけれども、あとのほうは実施されているというこ

と確認できました。大変うれしいことかなと、利用

していただいてありがたいなというふうに思うので

すけれども、先を見据えていくとやはりもっともっ

と増えてほしいなと欲が出るところでもあると思い

ます。今回コロナの中で赤平市の事業者を守る手厚

い支援というものも述べられたと思うのですけれど

も、私これ大変魅力的なものだというふうに思って

いるのです。ぜひこういったところもＰＲしていき

ながら、商業振興に取り組んでいただいて起業支援、

あるいは後継者、そういったところに活用していた

だきたいなというふうに思います。後継者問題は、

大変難しいですけれども、起業したい方とやめるけ

れども、店は継続したいとか、いいよと言ってくれ

る方とのマッチングというのは、私も以前からチャ

レンジショップで飲食店何とかできないかというよ

うなことも提案していたのですけれども、ぜひ今後

具体化していっていただきたいなというふうに思う

のです。しっかりと対応のほうしていただきたいと

いうふうに思います。飲食店、やはり夜のほうが若

干今だんだん、だんだん落ちてきているという状況、

昼よりも夜というのがあると思うのですけれども、

そういった声聞きますので、ぜひテークアウトのほ

うを何とか、テークアウトのほうは好調だと聞いて

おりますので、そういったほうに利用促していただ

きながら、コロナの感染防止のほうもしっかりとや

っていっていただきたいというふうに最後にお願い

したいと思います。 

 次の質問に移ります。項目の４、観光振興につい

て、要旨の１です。ＡＫＡＢＩＲＡベースについて

今年度の総合戦略で効果検証が行われたのかと思い

ますけれども、どのようになっているのかお伺いし

たいと。設置の目的やこれまでの効果からどのよう

なことが言えるのか、私は費用対効果の面から今後

の在り方についてなどしっかりと考えていく必要が

あると思います。来年度に向けての考え方をお伺い

したいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 情報発信基地ＡＫＡＢＩＲＡ

ベースは、平成27年６月に赤平市の観光情報の提供

と特産品のＰＲ及び販売により赤平市の活性化に資

することを目的としてオープンされ、今年で６年目

を迎えているところであります。地元農家のお米、

野菜、花、地元飲食店や商店、製造業の特産品など
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をＰＲ、販売し、また赤平市がロケ地となったテレ

ビドラマの展示コーナーを設け、地方創生先行型の

交付金を活用し、アンテナショップ設置モデル事業

の運営状況の検証としてスタートされたところであ

ります。来場者もオープン以来順調に推移し、昨年

度は約４万人にお越しいただき、令和元年12月には

来場者20万人に達成したところであります。今年は、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりＡＫＡ

ＢＩＲＡベースの営業を４月下旬から５月中旬まで

休業することを余儀なくされ、毎月のイベントにつ

きましても開催することが難しい状況でしたが、恒

例となっている８月のお盆時期の店頭販売では盆花

やトウキビなどの新鮮野菜販売については固定客も

見られ、コロナ禍でありましたが、昨年同期と比べ

売上げが上昇したところでございます。ＡＫＡＢＩ

ＲＡベースにおける登録農家数も増えており、農産

物の販売においては新鮮で旬な野菜、盆花、秋には

特別栽培米の販売などがされ、さらには地元のトマ

トを使用したトマトスープカレーやトマトカレーパ

ンが販売されるなどＡＫＡＢＩＲＡベースでの販売

が定着され、一定程度地元の産品が認識されている

と思っております。ＡＫＡＢＩＲＡベースの運営に

おきましては、季節ごとに委託業者スタッフとの打

合せを行い、お客様のニーズの把握や商品の充実を

図り、季節ごとの店内レイアウトを変えるなどお客

様にご満足いただけるよう工夫をしているところで

ございます。 

 総合戦略での効果検証でございますが、モデル事

業から本格事業として４年目を迎え、年度ごとのＫ

ＰＩや５年間で15万人の来場者数の数値目標も達成

しており、今年度もコロナ禍ではありますが、来場

者、売上げも昨年を上回る実績となる見通しであり

ます。今後につきましては、将来的な施設運営や方

向性について関係者と検討してまいりますので、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 ９月の決算のとき

とほぼ内容的には変わらないのかなというふうに思

うのですけれども、20万人達成したということとか、

５年間で15万人の来場者数、数値目標達成している

というような内容ですけれども、ＫＰＩ、目標数値、

これ自体にも課題のほうが積み残しされているとい

うふうに私は認識をしております。観光情報の提供

と特産品のＰＲ及び販売により、市の活性化に資す

るための目的があったということをおっしゃってい

ました。そのとおりだと思うのですけれども、実際

は答弁にもあったようにテレビドラマの展示コーナ

ーがあり、そして今はテレビ番組のグッズ販売とい

うように私はショールーム化されているようなイメ

ージがあるというふうに思っております。観光情報

だといえば、確かにそうなのかもしれませんけれど

も、テレビとタイアップがなくなったときには地元

野菜を売るのだということでやって、またタイアッ

プということで今やっている状況なのですけれど

も、いつまでこういったことを繰り返していくのか、

いけるのかというところに若干疑問があると、そう

いうこと繰り返していける保証というのは当然ない

のだろうというふうに私は思うのです。もともとの

大きな目的である特産品の販売とＰＲというのは、

どのくらいできているのかというところもしっかり

考えなければいけないというふうに思います。そう

はいいながら、ＫＰＩを達成しているというので、

ある程度一定の効果をもう出して一定の目標を達成

したという段階で市としての関与の在り方ですと

か、運営主体をどうしていくのかということを方向

性つけていく必要というのがあるのではないかと提

案したいと思います。これからの財政状況も見て考

慮しながら、できれば早い段階が私は望ましいと思

いますけれども、最後のほうに今後関係者とそうい

ったことも含め検討していくという答弁だったと思

いますので、そこにぜひ期待をしたいということを

申し上げて、この質問は終わりたいと思います。 

 次の質問に移ります。件名の３です。教育行政に

ついて、項目の１です。社会教育について、要旨の

１です。炭鉱遺産ガイダンス施設の物販委託先であ

るＮＰＯ炭鉱の記憶推進事業団、こちらが９月末に
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急遽撤退をいたしました。イベント企画やガイド補

助、窓口業務の委託はそのままとなっておりますが、

イベントについてはコロナの影響で今年度はできて

いないというふうに思います。来年度に向けて、こ

れらの業務委託についてどのような考えなのかお伺

いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 特定非営利活動法人炭鉱

の記憶推進事業団は、平成30年から令和２年度の３

か年、炭鉱遺産ガイダンス施設のガイド運営業務と

してガイド補助、窓口業務及びイベントの企画、開

催を委託しているところでございます。令和２年度

につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大を

受け、イベントの企画、開催に苦慮されており、現

在のところ開催には至っていない状況であります。

コロナ禍の中、イベントを開催するに当たり、感染

拡大の状況等を勘案し、また感染防止に配慮したイ

ベントであればどのようなイベントを行えるのか炭

鉱の記憶推進事業団と協議をしているところであり

ます。また、来年度につきましては、引き続き炭鉱

遺産ガイダンス施設ご来場の皆様にご満足していた

だける施設の運営となるよう配慮しつつ、施設全体

の運営ではガイド補助、窓口業務及びイベントの企

画、開催も含め検討し、適切かつ効率的な運営を図

ってまいりたく存じます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 イベントは開催で

きていないと、今後も若干今の状況ですと難しいだ

ろうというふうに私思いますけれども、施設全体の

運営についてガイド補助、窓口業務とイベント企画、

開催、こういったことも検討していくということだ

ったのですけれども、これは委託業務、あるいは委

託先といったものも含めた検討と捉えてよいのかど

うか、もう一度お伺いします。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（野呂道洋君） こちらにつきまし

ては、施設全体の運営ということで委託業務を含め

まして適切かつ効率的な運営を図ってまいりたく存

じます。また、教育長の先ほど答弁にあったとおり、

最少の予算で最大の効果が出るよう担当としても考

えていきたいと思いますので、ご理解いただきたく

存じます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 では、そういった

ところもしっかり含めて検討していただきたいと思

うのですけれども、今回の件で信頼関係というのが

大きく損なわれたのではないかというふうに私は考

えております。ガイダンスの市職員であるとか、地

域おこし協力隊員であるとか、協力していただいて

いる赤平市民の方々と一緒にできること、やれるこ

とを考えてしっかりとやって検討していただきたい

ということをお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。項目の２、学校教育につい

て、要旨の１です。第３波到来により、この年度末

にかけてまた緊急事態宣言や休校といった不安が広

がる中でどのように児童生徒の学びの保障を行って

いくかは、今から準備しておかなければいけない課

題だと思います。小中学校では、まだリモート授業

の環境も整備できていない状況だと思います。また、

中学３年生は、冬休みも時数確保のために４日ほど

登校する必要があると聞いております。来年度に向

けては、この学びの保障をどのように考えているの

かお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 臨時休校の判断につきま

しては、学校における新型コロナウイルス感染症に

関する衛生管理マニュアル、いわゆる学校の新しい

生活様式に基づきまして市長及び担当衛生部局と協

議した上で学校設置者が判断することになります

が、昨年度末及び本年度４月から５月にかけてのよ

うな全国一律の臨時休校の可能性は最近の文部科学

大臣の発言からするとかなり低いものになりつつあ

ると認識しております。 

 また、赤平中学校３年生の冬季休業期間中の登校

につきましては、卒業の関係からもともと授業時数

が少ないことによるもので、本年６月からの学校再
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開後における未履修の回避は計画どおり進んでいる

ものと認識しております。 

 今般の新型コロナウイルス感染拡大を受けたＧＩ

ＧＡスクール構想の加速による学びの保障に関する

国の補正予算を活用した１人１台端末及び高速大容

量の通信ネットワークに関しては、令和２年度中に

は機器等の整備が完了予定であり、そのうち小学校

50台、中学校30台を遠隔授業等における家庭への貸

出用として整備するところであります。しかしなが

ら、大学等の授業とは違い、小中学校の対面授業で

は理解度を確認しながら行うことが重要であり、実

際にリモート授業を行うには教職員のスキルアップ

や教科書、教材の研究など時間を要することも多く、

臨時休校等があった場合などは当面家庭学習におけ

る紙媒体に代わる、あるいは補完するために利用さ

れるものと考えております。来年度につきましては、

リモート授業の事例や活用教材などの情報収集に努

めながら、授業において活用していくことが可能と

なるようソフト面を含めた周辺環境整備及び予算措

置について学校現場と連携しながら行っていく必要

があると考えております。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 全国一律の臨時休

校の可能性はかなり低いという認識だということ、

私も一律というのはやっぱりないのかなと思います

けれども、自治体ごとに、あるいは学校ごとに閉鎖

というのは実際に起こっているのが現状だというふ

うに思います。現状では、未履修の回避は計画どお

り進んでいるということで確認が取れました。また、

来年度からいきなりリモート授業に移行するという

のは難しい状況だけれども、補助的に使っていくと

いうことで環境整備や情報収集していくということ

でしたので、そういった面でしっかりと取り組んで

いっていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。北海道教育

委員会は、公立学校の１年単位の変形労働時間制導

入に非常に積極的な姿勢を示し、この12月にも条例

制定をしようとしております。この制度導入の前提

は、あくまで恒常的な残業がないこととされていま

すが、今年度の赤平市立学校における業務改善計画

の改定も含め、教職員の在校等時間というのはどの

ように変化し、そして業務量はどのように変わって

いるのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 教職員の業務量の適切な

管理、その他教職員の健康及び福祉の確保を図るた

めに必要な事項につきましては、赤平市立学校にお

ける業務改善計画で教員の在校時間から所要の勤務

時間を減じた時間を１か月で45時間以内、１年間で

360時間以内にすることを目標として、この目標達成

のために様々な事項を推進しているところでありま

す。教職員の在校等時間についてでありますが、新

型コロナウイルス感染症対策に関連して業務量は増

加する一方、教職員個々の努力、工夫などにより目

標値の月45時間を超える教職員は増加していないと

把握しております。しかしながら、月45時間を超え

る教職員は、特に部活を担当する中学校の教諭など

依然として一定程度存在することも認識しており、

課題となっております。北海道において条例が制定

されると、令和３年４月から１年単位の変形労働時

間制の適用は可能となると考えられますが、時間外

在校時間の上限は月42時間、年320時間の範囲とする

など様々な条件があり、また時間外縮減の配慮等が

必要と考えられます。よって、制度導入に当たって

は、学校長はじめ関係者と情報交換をしながら慎重

に進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 コロナで業務が増

えているけれども、時間が45時間を超える人が増え

ているわけではないと、努力はしっかりしていると

いうことだったと思うのですが、一方で部活動など

で一定程度超える教職員の方もいるということだっ

たのです。まず、ここが課題だということであれば、

まず１つ目には部活動指導員の配置というのをして

しっかりと負担軽減を図るべきではないかというふ

うに思うのです。今回の計画の改定部分に部活動指
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導員の配置等ということで、効果的に活用すること

が盛り込まれたと思います。こういったことを活用

していく必要がある、それとこの実施についての考

えを聞きたいと思うわけですが、併せてほかの業務

負担の軽減については以前も質問しましたが、スク

ールサポートスタッフの募集を今していたと思うの

で、その採用できたかどうかも併せてお伺いしたい

と思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 現在部活動の指導につき

ましては、一部外部指導者の活用を行っております

が、任用行為を伴う部活動指導員の配置は地域にお

ける人材不足等の理由から活用できておりません。

議員ご質問及び業務改善計画に示しているとおり、

部活動指導に関する負担軽減には部活動指導員の配

置は必要と考えておりますので、活用できるよう努

めてまいりたいと考えております。 

 なお、その他の業務負担軽減を図るため、スクー

ルサポートスタッフにつきましては地域の人材不足

から配置しておりませんでしたが、ようやく12月４

日から赤平中学校、12月７日から赤間小学校にそれ

ぞれ１名配置されたところであり、また学習指導員

１名につきましても茂尻小学校に配置されたところ

であります。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 部活動の指導員と

いうのは、これからになるのかなというふうに思う

のですけれども、スクールサポートスタッフは今月

からですか、１名、１名、２名配置することができ

たということで大変いいなというふうに思います

し、これからもしっかり取り組んでいただきたいと

思うのです。 

 もう一点、制度導入についてなのですけれども、

学校長はじめ関係者と情報交換しながら慎重に進め

ていくということでした。ぜひやっていただきたい、

慎重に進めていただきたいのですが、今回の計画の

改定の部分というのは、校長は１週間当たりの勤務

時間が60時間を超える職員に対しては面談を通して

業務の優先順位を協議するなど時間外勤務の縮減に

向けて具体的に取り組むというところが、校長は在

校等時間の目標を超える職員が出ないよう面談を通

して以下同文なのです。この60時間を超える職員に

対してというのと職員が出ないようというのは、若

干ニュアンスが違うなというふうに私は思うわけで

すけれども、教育委員会の会議録見ても今までも取

り組まれてきたけれども、教職員全体のバランスを

考えながらの声かけは難しいという意見が出ていた

と思います。私これは、出ないようというのはかな

り強い義務に近い言い方ではないのかなというふう

に思うのです。これでは、声を仮に校長先生からか

けられた先生は業務が減らなければタイムカード操

作して行うとか、あるいは業務を持ち帰ってやると

か、そういうことにつながってしまうのではないの

かなというふうに思うのです。現在でもコロナで業

務が増えているけれども、時間外勤務が増えている

先生は増えていないというご答弁さっきあったので

すけれども、実際はこういうことがもし起こってい

たとしたらということも考えると、しっかり現場の

先生の声を聞いていく必要があると思うのです。学

校職員人事評価制度では、管理職員の評価に時間外

縮減、あるいは有休取得促進などがあるのです。業

務が減っていないのに、いわゆる時間さえ減ってし

まえばよしということになりかねないというふうに

思います。こうなりますと、やっぱり声をかける側、

校長も大変つらい立場になるのかなというふうに私

思います。制度導入、あくまで前提がない今の状況、

業務が多い状況というのは業務負担の軽減、ここに

最大限力を注いでいただきたいと思うのですけれど

も、教育長の考え、もう一度お伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 業務改善計画改定に関す

る改定内容は、議員ご質問のとおり国及び北海道の

動きに合わせ、時間外勤務の縮減を図るために改定

したものであります。市教委としまして、この業務

改善計画に基づき業務改善を進めていかなければな
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りませんが、１年単位の変形労働時間制の制度導入

に当たっては時間外勤務に関する教職員の実態から

課題も多く、慎重に進めると答弁をさせていただい

たところであります。 

 なお、業務負担軽減につきましては、現行の教職

員定数下では改善に向けた工夫にも限界があると感

じており、少人数学級の導入など勤務環境の変化も

必要であると思っております。今後機会を捉えなが

ら、国や北海道への働きかけを行ってまいりたいと

考えております。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 しっかりと働きか

けのほうしていただきたいと思います。ありがとう

ございます。在校等時間の縮減イコール業務量の縮

減にはならないと私は思うのです。しかし、一方で

業務量の縮減イコール在校等時間の縮減には私なる

と思うのです。同じようだけれども、違うのですけ

れども、つまり業務量が減るという土台ができてい

ない状態で数字だけを合わせれば、どこかで必ずひ

ずみが出るというふうに思うのです。それが現場の

教職員の方々の健康であったり、ご家族であったり、

脅かすようなことになってはならないというふうに

思うから、私はここ強調したいと思うのです。それ

がそのまま児童生徒の学習や成長に影響していくか

もしれないということなのです。現場の組合アンケ

ートでは、９割以上の教職員が意見を聞かれていな

いというふうに答えている状況の中で、道議会では

今議論が進められている状況です。まずは、一旦道

議会で立ち止まっていただきたいというふうに私思

うのですけれども、その間に今議論しているような

業務負担軽減策をしっかりと講じていくことを心か

ら望みたいと思います。赤平市教育委員会において

は、学校設置者としての適切な判断というのをぜひ

していただきたいということを最後にお願いして、

私の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時００分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序３、件名１、交通事故防止について、２、

小・中学校における教育活動について、議席番号２

番、安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 通告に従いまして、

質問いたします。ご答弁のほどよろしくお願いいた

します。 

 件名１、交通事故防止について、項目１、高齢者

運転の自動車事故防止について、要旨１、高齢者運

転の自動車事故が多発している中、当市における高

齢者の自動車事故の現況についてでありますが、高

齢者ドライバーによる交通事故が全国で相次いでお

ります。警察庁は、平成30年末75歳以上の運転免許

証を保有している人数は約564万人と発表しており

ます。内閣府の調査では、今年中に600万人を超える

と予想されております。高齢者の約半数が毎日運転

しているとのデータもあり、75歳以上のドライバー

による死亡事故は毎年400件以上発生しているとの

ことであります。ちなみに、平成30年における死亡

事故は460件であり、75歳未満の死亡事故件数の約２

倍となっております。地理的条件から公共交通の利

用が難しい地域の住民もおり、また時間的にも生活

の足として車の運転が不可欠な人もおります。令和

２年６月発行の赤平市統計書によりますと、交通事

故の発生状況は平成22年から令和元年までの10年間

で116件で、死者は４人、負傷者は144人となってお

りますが、発生件数総数116件のうち高齢者の自動車

運転による交通事故の件数と事故の状況はどうなっ

ているのかを伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 平成22年から令和元年度まで

の高齢者の自動車運転による交通事故の件数と事故

の状況についてでございますが、先般赤歌警察署に

確認させていただきましたところ、統計で公表して

おります116件のうち高齢者が関係する事故は26件

で、そのうち75歳以上が10件となっているところで
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ございます。26件のうち、人対自動車が６件、自転

車対自動車が２件、追突が６件、出会い頭が６件、

その他が６件となっているとのことでございます。

改めて交通事故に遭わないよう、また交通事故を起

こさないよう十分気をつけていただきたいと考えて

いるところであります。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 高齢者の自動車運

転による交通事故件数は26件で、そのうち75歳以上

は10件という回答でございました。当市は、高齢化

が進んでおり、私はもっと件数が多いと思っており

ましたが、75歳以上では10年間を平均して年に１件

弱程度の事故の数で、思いのほか少ないことが分か

りました。また、事故の状況も詳しく分かりました。

交通事故は、生死に関わることも多く、経済的にも

精神的にも負担が大きいことから、運転者はもとよ

り、市としても今後とも事故をより少なくするため

に頑張っていただきたいと思います。 

 続いて、高齢者の自動車運転による交通事故防止

のためにどのような取組が行われているかについて

伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 高齢者の自動車運転による交

通事故防止のための取組でございますが。各期の交

通安全運動はもちろん、各町内会、交通安全協会、

赤平女性ドライバー協会、ロータリークラブやライ

オンズクラブ等、様々な団体のご協力をいただき、

啓発等を行っております。このほか、老人クラブ連

合会においては、赤歌署の交通課長をお招きし、高

齢者交通安全研修会を開催するなど自主的に取り組

まれていると伺っております。今後も市民の皆様の

ご協力をいただき、交通安全運動に努めてまいりた

いと考えております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 春から冬にかけて

の街頭での交通安全運動をはじめ、交通安全意識の

向上のための啓発活動、赤歌署の高齢者交通安全研

修会など様々な活動がされていることを理解いたし

ました。ご尽力されておられる赤歌署や赤平市、教

育委員会、各企業、各種団体及び町内会並びに老人

クラブなどの皆様の長年にわたる活動に敬意を表し

ますとともに、今後とも事故防止にご尽力を賜り、

万全を期していただきますようお願いを申し上げま

す。 

 次に、要旨２、高齢者運転の自動車事故防止に係

る急発進抑制装置等の装着に係る当市としての助成

についてでありますが、日本でのブレーキとアクセ

ルの踏み間違いによる人身事故は2010年から2019年

の10年間で５万5,377件発生しており、そのうち死亡

事故は459件であります。警察庁の統計によります

と、2015年の踏み間違いによる死亡事故は58件で、

そのうち65歳以上の事故が50件であります。高齢者

の割合が本当に非常に高くなっております。2016年、

東京の錦糸町駅前で信号待ちをしていたタクシーの

車内カメラに、目の前に車が突然飛び出し、反対側

のビルに突っ込むという事故が起こっております。

また、千葉県の市原市の公園では、保育園児らが５

人遊んでいた砂場に車が突っ込み、園児をかばった

保育士が右足首の骨を折る重傷事故が発生しており

ます。さらに、栃木県下野市の病院敷地内でも84歳

の男性が運転する車が歩道に突っ込み、車椅子の女

性が亡くなるという痛ましい事故が発生しておりま

す。これらの事故に共通していたのは、高齢者が運

転していたこと、そしてアクセルとブレーキの踏み

間違いにより起こった事故であるということです。

国は、高齢者の交通事故防止策といたしまして今年

３月からサポカー補助金の制度を始めました。サポ

カーとは、安全運転サポート車の略称であります。

衝突被害軽減ブレーキや車のペダルの踏み間違いに

よる暴走事故を防ぐため、急発進など抑制装置に代

表される先進安全装置を搭載した車であります。今

年中に65歳以上になる人が対象で、２種類の補助制

度があり、１つ目は安全運転サポート車の車両、こ

れは新車、中古車、両方とも含みますが、これの購

入費の補助、２つ目は後づけのペダル踏み間違い急

発進等抑制装置の設置費の補助となっており、３月
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９日より申請の受付を開始しております。補助金は、

車両の購入については新車で３万円から10万円、中

古車で２万円から４万円、また装置の後づけ費用に

ついては障害物検知機能のついた急発進抑制装置に

ついては４万円、障害物検知機能のついていない急

発進抑制装置については２万円の補助となっており

ます。高齢者の自動車事故防止のための急発進抑制

装置等の装着に係る当市としての助成についてどの

ようにお考えになっておられるのか、市長の考えを

伺います。また、国の助成を受けるためには、どこ

にどのように申請すればよいのでしょうか、併せて

伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 高齢運転者の自動車事故防止

に係る急発進抑制装置設置等に係る助成につきまし

ては、空知管内では三笠市において実施していると

伺っております。当市におきましては、運転に不安

を有する高齢者が運転免許証を返納しやすい環境づ

くりについて、その方策の一つとして検討してきた

ところであります。さきにお話しさせていただきま

したように、老人クラブ連合会等の取組により交通

安全意識の醸成等が図られており、今後も一丸とな

って交通事故死ゼロに取り組んでまいりたいと考え

ているところでございます。 

 なお、お話にありましたとおり、急発進等抑制装

置の取付けはアクセルとブレーキの踏み間違いによ

る事故の防止が期待できるものであります。補助金

の申請等につきましては、国の補助事業執行団体で

ある一般社団法人次世代自動車振興センターのホー

ムページを確認したところ、後づけ装置を取り付け

る店舗等として12月４日現在でまだ市内業者は登録

されておりません。後づけ装置の取付けを検討され

ている方は、後づけ装置を取り付ける店舗等へ、ま

た自動車の購入を検討されている方はディーラーや

中古車販売店でご相談いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 三笠市では、国同

様、今年の４月１日以降に車両の購入については新

車で１万5,000円から５万円、中古車で１万円から２

万円、また装置の後づけ費用については３万円の助

成をするということにし、三笠市高齢者安全運転支

援装置助成規則を制定し、９月２日から施行してお

ります。補助金の交付は、三笠市の商工会議所が発

行する商品券の交付をもって行うものとしておりま

す。商業振興の点からも非常に有意義なことと思い

ます。対象者は、今年中に65歳以上になる運転者で、

申請には領収書や運転免許証の提出が必要とされ、

利用人数は69人、補助額は220万円を想定していると

のことです。10月末で12人が利用しております。来

年以降もぜひ続けたいという意向でございました。

急発進など抑制装置取付けに国のサポカー補助金を

合わせますと、自己負担はほぼなくなるということ

です。事故防止のため、赤平市もぜひ助成を考えて

はいかがでしょうか。現在市内に後づけ装置を取り

付ける店舗が登録されていないということであり、

この取扱いには書類等非常に種々難しい点があると

いう話も聞いておりますけれども、悲惨な事故防止

のためにもぜひ赤平市の業者の方にもご協力をいた

だき、登録していただきますよう市のほうからも今

もちょっと働きかけておるということも聞いており

ますが、今後ともぜひ働きかけをお願いをいたしま

す。高齢になっても運転している人にとって車は欠

かすことのできない移動手段であり、生きがい活動

をするのにそういったところに行く交通手段でござ

います。事故防止のためにも、高齢運転者のできる

だけ多くの人が買物や通院など日常生活に支障がな

く、安心して免許証を返納できる環境づくりがこれ

また重要な課題であると思います。市によっては、

タクシーの利用券やバス券の補助をしている自治体

もあり、また公共交通としてシニアバスを運行して

いるところもあるようです。高齢者が安心して免許

証を返納できる条件づくりの観点からも、地域交通

の確保について今年10月に設置されました地域公共

交通活性化協議会において十分なる検討をよろしく

お願いしたいと思います。以上でこの件についての

質問は終わります。 
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 続きまして、教育活動についての質問に移ります

けれども、一部午前中の同僚の議員の質問と重複い

たしますが、再確認を含めて質問させていただきた

いと思います。件名２、小中学校における教育活動

について、項目１、小中学校の授業について、要旨

１、小中学校の授業は予定どおりに進んでいるのか、

また児童生徒たちは授業についてこれているかにつ

いてでございますが、小中学校の２学期もそろそろ

終わりに近づいております。冬休みに入ろうとして

おるところでございます。春先から新型コロナウイ

ルス感染症の影響による長期休校で学習に遅れを来

たし、その穴埋めとして夏休みを小学校で８月１日

から16日まで、中学校では８月６日から16日までと

短縮するなどして授業時間を確保しておりますけれ

ども、小中学校の授業は予定どおり進み、遅れは取

り戻せたのでしょうか、また児童生徒はこの間授業

にきちっとついてきているのでしょうか、併せて冬

休みと３学期の予定はどうなっているかについてお

伺いをいたします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 議員ご質問のとおり、臨

時休校に伴う授業時間の確保のため夏季休業期間中

に登校日を設定したところですが、その後臨時休校

がなかったこともあり、遅れを取り戻すことに関し

まして現時点において計画どおり進んでいるもの、

また授業につきましても教職員の努力、工夫などに

より授業についてこれない児童生徒もいないものと

認識しております。授業時間の確保は、順調に推移

していることもあり、冬季休業期間中の登校日の設

定は中学校３年生のみ１月12日から15日までの４日

間午前授業を行うこととなっております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。６月の第２回定例会で同僚議員から今回休校

が続き、夏休みの期間短縮で学習面は取り戻せてい

くのかという質問がありました。これに対して教育

長から今年度の臨時休校は夏休み、冬休みをもって

しても未履修を回避するのがやっとの状況であり、

時間的な工夫だけでなく、教員の努力は例年と比べ

物にならないほど大きくなるので、教育委員会とし

ても学習すべき内容が終了できるように連携しなが

ら進めたいという答弁をしております。今回の答弁

では、中学３年生のみ、これはコロナということで

なくて、例年恒例のことと思いますけれども、冬季

の休業期間中４日の午前授業を行うとのことであ

り、全体としては授業の遅れはなく、教職員の努力

により授業についてこれない児童生徒もいないとの

ことであります。今後冬休みを短縮することなく遅

れを取り戻せたこと、また現在授業が順調に推移し

ているのは教育委員会や教職員並びに児童生徒の皆

さんの並々ならぬ努力の成果であり、よく頑張った

結果であると評価をしたいと思います。 

 次に、項目２でありますけれども、児童生徒の不

登校について、要旨１、今年度は新型コロナ感染症

の関係もあり、昨年同時期と比較して不登校につい

て増えていないかについてでございますけれども、

文部科学省の調査では昨年の全国の不登校小中学生

は18万1,272人で、うち10万人が年間90日以上もの欠

席をしております。また、北海道教育委員会の調査

によりますと、昨年度の公立学校の不登校者は7,544

人であり、本当に憂慮すべき状況であるということ

であります。学習の遅れを取り戻そうと授業を詰め

込むと、子供に過度の負担がかかり、ストレスがた

まるのではないかとの危惧もあります。不登校経験

者を長年取材しているＮＰＯ法人全国不登校新聞社

の石井編集長は、コロナで遅れた学習を取り戻すた

め、過密化した授業についていけなかったり、校内

で強まる感染予防の規範や対応を息苦しく感じてい

る子供が増えているということを言っております。

当市の令和元年度事業の教育事務の管理及び執行状

況に関する点検評価報告書の事務事業点検評価シー

トによりますと、いじめ対策の予算も前年度より増

額し、相談体制の整備も進んでいるとしております

が、今年度は新型コロナウイルス感染症の関係もあ

り、昨年同時期と比較して不登校児童生徒は増えて

いないのかどうかお伺いしたいと思います。 
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〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 不登校になる要因は、学

校での人間関係や勉強の問題、家族間の問題など様

々であり、原因を特定しにくいものと考えておりま

す。市教委といたしましては、不登校児童生徒につ

いての情報を学校と共有し、保護者と連携しながら

個々の事情に応じたよりよい登校方法の相談や早期

対応に努めているところでございます。また、スク

ールカウンセラーによる相談や青少年センター専門

指導員による学校訪問、市社会福祉事務所等関係機

関との連絡調整及びケース会議の開催などを実施し

ているところでございます。新型コロナウイルス感

染症を起因とする不登校児童生徒はいないと認識し

ており、令和２年度の現時点における不登校児童生

徒は昨年同期より減少傾向で推移をしております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 今のお話で新型コ

ロナウイルス感染症に起因する不登校児童生徒はい

なく、現時点で昨年度より不登校生徒は減少してい

るとのことであります。今後とも不登校児童生徒が

増えないよう、コロナ感染症対策も含め、あらゆる

観点から細心の対応をお願いしたいと思います。 

 続きまして、教育委員会では、改善策として学校、

家庭、関係機関との連携を一層強化するとともに、

改善に向けた新たな方策を検討しているとしており

ますけれども、現在どのように強化され、どのよう

な新たな施策を実施しているのかについてお伺いい

たします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（尾堂裕之君） スクールソーシャ

ルワーカーの配置等は、有効的な施策とは考えてお

りますが、継続配置をするためには地域の人材が不

足しており、実現は困難なものと考えているところ

であります。現時点におきましては、さきの答弁の

とおりスクールカウンセラーによる相談等各種施策

を継続しながら、さらなる情報共有や早期対応の強

化に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ご答弁のとおり、

人材不足に加えまして様々な要素がふくそうしてお

りますので、解決は至難のことと思います。子供が

ストレスを抱え、体調を崩さないように、また過度

な授業の詰め込めがないようにカリキュラムの編成

等の配慮をしていくのも必要と思われます。 

 次に、項目３、いじめについて、要旨１、当市に

おける小中学校でのいじめの実態はどうなっている

かについてでございますけれども、大津市の中学２

年生の男子のいじめによる自殺事件によりいじめ防

止対策推進法が2013年に施行され、文部科学省では

軽い悪口でもいじめと認知して深刻化を防止するよ

う指導しておるところでございますが、今年10月23

日の新聞各社の報道によりますと、全国の国公立の

小中学校、特別支援学校において認知されたいじめ

の件数が６年連続で増加しており、2019年度に認知

したいじめの件数が前年度より約６万件増の61万

2,496件と本当に非常に多く、過去最多であったこと

が判明いたしました。教育評論家の武田さち子さん

は、教職員は忙しく、いじめ対策に注力できていな

い、また教育委員会の認識も依然として甘く、検証

結果も明らかにしていない、対策が進まないまま問

題化している、また子供の命と勉強のどちらが大事

なのかが問われていると厳しい指摘をしておりま

す。私個人といたしましては、当市の教育委員会や

教職員は懸命に頑張っておられると認識しておりま

すけれども、当市における小中学校でのいじめの実

態はどうなっているのでしょうか、お伺いをいたし

ます。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 令和２年６月実施のいじ

め把握のためのアンケート調査、これの結果により

ますと、いじめを受けたことがあると回答した児童

生徒は小学校で276人中47人、17.0％で前年比マイナ

ス3.1％、中学校で171人中11人で6.4％で前年比マイ

ナス8.1％となっております。また、いじめは継続し

ていると回答した児童生徒は、小学校で276人中14

人、5.1％で前年比マイナス3.2％、中学校で171人中
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９人、5.3％で前年比マイナス4.1％となっておりま

す。６月、新型コロナウイルス感染症対策による臨

時休校を経て学校再開直後の調査のため、通学でき

る喜びなどから若干低くなっているとも考えられま

すが、総じて減少傾向にあります。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 いじめが前年度と

比較して減少しているということはいいことなので

すけれども、いじめを受けたことがある生徒が小学

校においては47人、中学校でも11人もおりまして、

まだまだ私としては多い数字であると思います。さ

らに、いじめは継続しているというふうに回答した

児童生徒が小中学校とも５％以上もあり、継続して

いるだけに生徒は本当につらい思いをしていること

と推察するところであります。早期に救助の手を差

し伸べていただきたいと思います。 

 次に、事務事業点検評価シートによりますと、い

じめ防止アンケート調査でいじめは絶対に許されな

いとの回答率が前年比3.9％上昇し、いじめの未然防

止に効果があったというふうに報告されております

が、具体的にどのような効果があったのかを伺いた

いと思います。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（尾堂裕之君） 具体的にどのよう

な効果があったのかとのご質問ですが、いじめはど

んなことがあっても許されないという設問につきま

しては児童生徒の意識の変革に関する設問でありま

して、いじめの未然防止、いじめの根絶にとって大

変重要なものと考えており、教育委員会の目標とし

てはこれを100％とすることであり、意識が変われば

いじめは減少していくものと考えているところであ

ります。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 いじめは、悪いこ

とであるというふうに判断する生徒が少しでも多く

なることは本当に大切なことだと思います。アンケ

ート調査の目的もそういうことであったのだと思い

ます。アンケート調査により、児童生徒のいじめに

ついて意識が改革された、そういう点で効果があっ

たということで理解いたしました。赤平中学校の学

校だより、これは11月の広報に入っておりましたけ

れども、７月と11月に行われました保護者アンケー

ト調査の結果が掲載されておりました。その中では、

本校はいじめ、不登校などの諸問題の未然防止、早

期発見、早期対応ができていますかとの質問項目が

ありました。そう思う、ややそう思うと答えた保護

者が７月の63.8％から11月では68％と上昇しており

ます。教職員の地道な活動が保護者からも好評を受

けていることがうかがえることでございます。今後

とも頑張っていっていただきたいと思います。特に

いじめが継続している生徒さんにつきまして、今後

また重大な事故、事件につながるというおそれもご

ざいます。いじめの実態の早期把握、解消に向け、

教育委員会としても教員共々鋭意取組をしていただ

きますよう再度お願いを申し上げます。 

 続きまして、要旨２でございますけれども、滋賀

県大津市ではＡＩ、人工知能の分析によるいじめ予

測分析システムを開発し、試験運用をしております。

本市における導入の可能性についてでありますけれ

ども、大津市では2011年の痛ましい事件の反省から

日立システムズとＡＩの分析によるいじめ予測分析

システムを開発し、試験運用をしており、帯広市や

さいたま市の７市が導入を検討中であります。ほか

にも20の自治体が関心を示しているとのことです。

システムは、大津市で認知された過去5,000件のいじ

め報告のデータをいじめが起きた時間、場所、相手、

報告者などの50項目以上の情報を入力するとＡＩが

いじめが深刻化するリスクを自動的に、かつ瞬時に

分析する仕組みであり、表示が70％以上の場合は早

期に手厚い対応が必要とされております。教育行政

に詳しい兵庫教育大学先導研究推進機構の日渡円教

授は、いじめの傾向については共通点があり、教諭

一人の経験に頼ることだけでなく、データに基づい

て客観的に兆候を見逃さないためにもシステムの導

入は有益としております。2019年度におけるいじめ

の重大事態の生徒数は、前年度より121件増えて723
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件となっており、小中高校生の自殺は317人と前年度

より５人減りましたが、まだまだ高止まりをしてお

り、このうちいじめ問題を抱えていたのは10人とい

うふうにされております。いのち支える自殺総合対

策推進センターは、新型コロナウイルス感染症の影

響により親の雇用環境が悪化し、経済困窮や家庭内

暴力の増加などの悩みがいじめ問題の深刻化に拍車

をかけていると見ております。教育評論家の武田さ

ち子さんの言うように、教員は忙しいということは

事実であります。ＡＩの分析によるいじめ予測分析

システムの導入は、非常に有効と思われます。シス

テム導入について赤平としてはどのように考えてお

られるのか伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 議員ご質問の滋賀県大津

市が暫定運用しておりますＡＩの分析によるいじめ

予測分析システムにつきましては、いじめの深刻化

を予測する、また早期深刻化を判断する点において

画期的なシステムと考えておりますし、いじめ予測

だけではなく、行政において将来的にはＡＩによる

システム利用は拡大していくものと考えておりま

す。まだ本システムは暫定運用であり、予測された

いじめについての解決事例などについて今後システ

ム導入の有用性が検証されるのではないかと思われ

ます。よって、現時点においては、その動向を注視

していきたいと考えており、早期に導入する段階で

はないと判断するところでございます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 大津市では、市の

単独事業ではなく、他の市と連携の中で多くの情報

をインプットし、分析精度のグレードアップを図り、

全国の自治体で有効利用ができるようにネットワー

クづくりを目指しているようです。国のほうにも補

助について今申請をいろいろ上げているというよう

なことを話しておられました。現在は、教育長さん

言われるように試験運用の段階とのことでございま

して、赤平として早期に導入する段階ではないとい

う判断は私も適正とは思います。大津市では、この

機械の導入によって先生方の意識が向上していると

いうお話もございます。今後の滋賀県の推移とこの

機械の有効性を十分に見ながら、当市もいいもので

あれば乗り遅れのないように検討していっていただ

きたいなというふうに思います。活用機器は、ノー

トパソコンを使用しているそうです。そして、統計

上級ソフトなど、そういった導入費として私はかな

り何千万かのお金がかかっているかと思いましたけ

れども、500万円程度の費用がかかったというお話も

ございました。また、今後いじめによる痛ましい事

故が起きることのないように対応に万全を期してい

ただきたいと思います。 

 次に、項目４、教職員の勤務状況について、要旨

１、新型コロナウイルス感染症により教職員の勤務

負担が非常に増加していると思います。現状の教育

指導体制についてですが、平常時でもハードな勤務

状況に加えまして、新型コロナウイルス感染症の防

止対策の業務も加わって教職員は今本当に大変な思

いで働いていることと推察するところでございま

す。過重な負担がかからないよう、十分な配慮が必

要だと思われます。新型コロナウイルス感染症の影

響による学校教職員の勤務負担が増加していると思

いますけれども、この軽減について先ほどもちょっ

と回答ございましたけれども、スクールサポートス

タッフの配置について現状どのようになっているの

か、再確認の意味でちょっと聞きたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 新型コロナウイルス感染

症により消毒、換気、密を避ける教育活動の設定な

ど教職員の業務負担は増加しており、児童生徒はも

とより、本人が感染しないように常に意識すること

により精神的負担など、学校現場を預かる教職員に

対し感謝の意を表すところであります。これらの教

職員の業務負担を軽減するために、国の第二次補正

予算において計上された北海道教育委員会が任用す

る学習指導員やスクールサポートスタッフにつきま

して道教委のホームページ、併せて11月からは市ホ



 －58－ 

ームページで募集しており、地域の人材不足から応

募者がおりませんでしたが、ようやく先月11月24日

から学習指導員１名が茂尻小学校に配置され、また

スクールサポートスタッフにつきましては12月４日

から赤平中学校、12月７日から赤間小学校にそれぞ

れ１名配置されたところであります。今後につきま

しても教職員の業務負担軽減を図るべく、一名でも

多く任用できるように継続して募集をしてまいりた

いと思っております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 各市、各町におい

ても学習指導員やスクールサポートスタッフの人

材、これについては非常に厳しい状況と聞いている

ところでございます。そのような中で先月末茂尻小

学校に学習指導員１名が配置され、また今月４日、

７日と続けて赤平中学校と赤間小学校にそれぞれス

クールサポートスタッフが１名ずつ配置になったこ

とは快挙であると思います。教育委員会の皆様のご

尽力の成果であると高く評価をしたいと思います。

学校全体の教育指導体制について、新型コロナウイ

ルス感染症対策として休校による勉強の遅れを支援

する補習授業の補助や提出物の採点、授業の準備等

教職員の勤務は非常に大変でございます。勤務負担

が過重にならないように、教職員が行う業務を補助

する学習指導員や教室の換気、それから消毒、子供

の健康観察の取りまとめ、印刷等の作業等の補助を

するスクールサポートスタッフの適正配置について

要員の確保は今後とも非常に大変とは思いますけれ

ども、十分な配慮していっていただきたいと思いま

す。 

 続きまして、項目５、ＩＣＴ教育についてでござ

いますけれども、この春から夏にかけての新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響で学校が休校となり、

授業が受けられなくなったことを受け、生徒が学ぶ

環境を失わないように世界中でＩＣＴ機器を活用し

たオンライン授業が行われるようになってきており

ます。日本においても教育のＩＣＴ化が推奨され、

学校や塾などの教育現場でも活用されるアプリサー

ビスや自宅や外出先などでもいつでもどこでも受講

ができる学習サービスなどのテクノロジーや教師が

生徒の学習状況を把握、管理するツールなどにも技

術が導入されており、エドテック、エデュケーショ

ンテクノロジーが教育格差の解消につながるのでは

ないかと非常に注目されておるところでございま

す。当市の教育委員会では、国のＧＩＧＡスクール

構想を受けて学校を通してインターネットや携帯電

話の通信環境に関するアンケート調査を実施し、今

後の遠隔学習や一斉送信システムなどインターネッ

トを介した通信システムの構築を計画しているよう

であります。事務事業点検評価シートによりますと、

課題として国が進める１人１台の端末の整備の実現

に向けた検討が必要であるとしており、小学校統合、

そして児童生徒数の推移にも配慮いたしました配置

計画を策定するとしております。当市のＩＣＴ活用

教育に関する機器の整備の状況と今後の整備の予定

は、どのようになっているのかについてお伺いした

いと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） １人１台端末と高速大容

量の通信ネットワークを一体的に整備することで、

特別な支援を必要とする子供を含め、多様な子供た

ちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化さ

れ、資質、能力が一層確実に育成できる教育環境の

実現を目指す国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、

令和５年度までに整備する計画でありました。しか

し、今般の新型コロナウイルス感染症拡大を受けた

ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障に関

する国の補正予算を活用し、１人１台端末及び高速

大容量の通信ネットワークに関しては令和２年度中

に前倒しして整備する予定となっております。今後

につきましては、国が示す推進事項にもあります児

童生徒一人一人が端末を持った際の教科書や教材の

在り方検討や教師や児童生徒が使いやすい学習コン

テンツの調査等や利活用に係る研修など、実際の授

業において活用していくためソフト面を含めた周辺

環境整備及び予算措置について学校現場と連携しな
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がら行っていく必要があると考えております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 国のＧＩＧＡスク

ール構想に基づきまして令和５年度までの整備予定

が、新型コロナウイルス感染症の拡大によりＧＩＧ

Ａスクール構想の加速による学びの保障に関する補

正予算の活用により今年度中に整備する予定である

ということであり、非常に喜ばしいことだと思いま

す。 

 続きまして、児童生徒の授業時間を確保し、万全

を期するための１人１台のタブレット端末をいつ頃

から活用開始するかについてでございますけれど

も、岩見沢市では19年度に機種選定を行い、７月に

発注し、11月末までに全小中学校に端末配備を終え

る予定であり、既に導入された学校では端末を使っ

た授業を実施しております。月形町では、感染拡大

で臨時休校になった場合に備え、遠隔授業に役立て

たいとのことから、1,600万円ほどをかけ、小中学校

の児童生徒と教員が使うタブレット端末191台を新

たに整備するとしており、来年２月頃タブレット端

末が納入され、４月からの利用を目指しているとの

ことでございます。近くの上砂川町でも小中学生に

１人１台のパソコン端末を国の臨時交付金を活用し

て整備することを決定し、来年１月末までに全ての

工事を終え、４月利用開始に向けて作業を進めてい

るということでございます。当市の改善策として、

感染症にも備え、児童生徒の授業時間を確保し、万

全を期するための１人１台のタブレット端末などを

いつ頃から活用開始される予定なのでしょうか、お

伺いをいたします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） さきの答弁でもお答えさ

せていただきましたが、今年度中に１人１台端末及

び高速大容量の通信ネットワークを整備する予定で

あり、そのうち小学校50台及び中学校30台を遠隔授

業における家庭への貸出用として整備を完了いたし

ます。よって、令和３年度あるいは令和２年度納入

後使用可能となった時点から活用は可能となります

が、実際にリモート授業を行うには教職員のスキル

アップや教科書、教材の研究など時間を要する点も

多くあり、臨時休校等があった場合などは当面家庭

学習における紙媒体に代わる、あるいは補完するた

めに利用されるものと考えております。 

 なお、通常の授業におきましては、できる限りタ

ブレット端末等を活用していきたいと考えておりま

す。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。北海道は、11月８日の新型コロナウイルス感

染症対策本部会議を開催し、感染症対策警戒ステー

ジをステージ３に引き上げました。北海道医師会の

長瀬清会長は、道内は第３波に入ったとしておりま

す。現在も続いております。14日には、岩見沢市の

小学校で生徒が感染し、当面学級を閉鎖すると発表

しており、その後も小樽市の小学校や帯広の保育所

でも園児や児童が感染している状況にあります。札

幌市の小中学校では、11月27日までに29校までに拡

大をしております。近隣市のコロナ感染の動向を見

ますと、当市におきましてもないことを私も心から

祈念いたしますけれども、今後今あまり発生してい

ないインフルエンザとの同時流行も想定されるとこ

ろでございます。臨時休校はなかなかしないと思い

ますけれども、学級閉鎖になることは懸念されます。

３密状況を避けるため、働き方や教育の在り方が遠

隔形式に向けて本当に世界中で急速に動き出してお

ります。また、これからは５Ｇの時代に突入し、社

会の変動とともに教育の在り方も大きく変わり、世

界的にも時代の趨勢としましてオンライン授業が拡

大していくものと推測されます。新型コロナ感染症

が拡大する中、教職員の皆様のスキルアップや教材

等の研究などに時間がかかるということも私も十分

理解はいたしますけれども、可及的速やかにタブレ

ット端末が活用できる環境を整えていただきたいと

いうことを要望いたしまして、私の全ての質問を終

了いたします。どうもありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 
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（午後 １時５１分 休 憩） 

                       

（午後 ２時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序４、件名１、自衛隊札幌地方協力本部に

対する募集対象者の情報提供について、議席番号７

番、御家瀬議員。 

〇７番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 件名１、自衛隊

札幌地方協力本部に対する募集対象者の情報提供に

ついて、項目１、本年２月13日の防衛大臣名にて効

果的募集事務の推進を図るため地方協力本部への紙

ないし電子媒体での提供を求める旨の協力要請に対

する対応について、要旨１、本年６月の定例会にお

いて本市と自衛隊札幌地方協力本部とは従前より防

災、民生各般にわたって密接に提携し、今後とも積

極的に協力すべきものとして市長の見解を求めたと

ころ、当市においても再度要望があれば赤平市情報

公開・個人情報保護審査会に諮問し、対応していく

との答弁でした。去る11月５日に再度札幌地方協力

本部からの要請があったということですが、今後ど

のように対応するのか伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 協力要請に対する対応につい

てでございますが、お話にございましたとおり11月

５日に自衛隊地方協力本部滝川地域事務所より来訪

され、改めて自衛隊の募集対象者の紙媒体での情報

提供につきまして依頼があったと伺っております。

このことにつきましては、先般お答えさせていただ

きましたとおり個人情報保護条例に基づく適正な手

続を経て情報提供する必要があります。今後本年度

中には赤平市情報公開・個人情報保護審査会を開催

していただき、審査会の意見を聞かせていただいた

上で対応してまいりたいと考えておりますので、ご

理解賜りますようお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 御家瀬議員。 

〇７番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ただいま本年度

中に赤平市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し

ていく旨の答弁をいただきました。滝川市は、本年

度中実施を表明しており、中空知市町の７割以上が

令和３年実施に向けて検討中と伺っております。当

市につきましても令和３年度実施に向けて準備中と

受け止め、私の質問終えます。 

 以上で私の質問終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ２時０４分 散 会） 
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